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第１章 総論 

1 計画策定の背景 

（１）地球温暖化とは 

地球温暖化とは地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、人為

起源による温室効果ガス排出量の増加が２０世紀半ば以降に観測された地球温暖化の支配

的な要因であった可能性が極めて高いとされています。 

温室効果とは、太陽エネルギーにより暖められた地表面から宇宙に向けて放射される熱エ

ネルギー(赤外線)の一部が、二酸化炭素やメタンに代表される温室効果ガスにより吸収され

ることで、大気が暖められる現象です。 

近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温室効果ガスが

大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気温、海水温、海面水位、

雪氷減少などの観測結果から温暖化していることが確認されており、気候システムの温暖化に

は疑う余地はないと報告されています。 

 

 

 
図１-１ 温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(https://www.jccca.org/)より 

https://www.jccca.org/
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（２）世界の気候変動の現状 

気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)がとりまとめた第６次評価報告書統合報告(ＡＲ６)

によると、人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことに

は疑う余地がなく、1850〜1900 年を基準とした世界平均気温は 2011〜2020 年に約

1.1℃の温暖化に達したとされています。 

また、地球温暖化は、地球全体の気候に大きな変動をもたらすものであり、近年、世界各地

で発生している記録的な猛暑や干ばつ、熱波、集中豪雨、台風等といった異常気象の背景に

は、地球温暖化に伴うその他の気候変動の影響が指摘されています。 

これらの影響は、今後、地球温暖化の進行に伴い一層深刻化すると予測されており、早急に

世界全体で地球温暖化対策に取り組む必要があります。 

 

 

 

 
図１-２ 世界の地上気温(年平均)の経年変化(1850-2020 年) 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス 

  全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(https://www.jccca.org/)より 

 

  

https://www.jccca.org/
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（３）日本の気候変動の現状 

２０２４(令和６)年の日本の年平均気温は、観測史上最高となりました。また、様々な変動を

繰り返しながらも長期的には１００年あたり 1.4℃の割合で上昇しており、世界平均気温の上昇

率より大きい値となっています。 

このため、地球温暖化に伴うその他の気候変動の影響として農作物の品質低下、動植物の

分布域の変化、熱中症リスクの増加などが全国各地で現れており、さらに今後、長期にわたり

拡大するおそれがあります。 

その他、２０１８（平成３０）年の夏には全国的に国内観測史上最高気温を更新した猛暑に見

舞われたほか、「平成３０年７月豪雨」や「令和元年東日本台風」、「令和２年７月豪雨」、「令和６

年 8 月台風第 10 号」は、社会・経済に多大な被害を与えました。 

このような個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易ではありません

が、今後、地球温暖化の進行に伴い、猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されます。こ

うした状況は、人類や生物の生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われています。 

 

 

 

 
図１-３ 日本の年平均気温偏差の経年変化(1898-2024 年) 

出典：気象庁ウェブサイト(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html)より 

 

  

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html
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（４）気候変動に係る国際的な動向 

① ＩＰＣＣ報告書の公表 

ＩＰＣＣが 2014(平成 26)年に公表した第５次評価報告書統合報告書においては、既に気

候変動は自然及び人間社会に影響を与えており、今後、温暖化の程度が増大すると、深刻で

広範囲にわたる不可逆的な影響が生じる可能性が高まることを指摘しています。 

さらに、気候変動を抑制する場合には、温室効果ガスの排出を大幅に、かつ持続的に削減

する必要があることが示されるとともに、将来、温室効果ガスの排出量がどのようなシナリオを

とったとしても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて気候変動への影響が高まると

予測しており、これに対処するためには、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけでは

なく、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることを求め

ています。 

また、ＩＰＣＣは、ＣＯＰ21 における国連気候変動枠組条約(ＵＮＦＣＣＣ)からの要請に基づき、

1.5℃の気温上昇に係る影響や関連する地球全体での温室効果ガス排出経路に関する特別

報告書、いわゆる「1.5℃特別報告書」を 2018(平成 30)年 10 月に公表しました。 

この報告書では、地球温暖化が現在のペースで進めば、世界の平均気温は 2030(令和

12)年から 2052(令和 34)年の間に産業革命以前よりも 1.5℃高い水準に達する可能性が

大きいことや、気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、2030 年までに二酸化炭素排出量を

2010(平成 22)年比で約 45％減少、2050(令和 32)年前後には正味ゼロにする必要があ

ると指摘しています。 

さらに、IPCC は 2023（令和５）年に第６次評価報告書統合報告書を公表しました。「統合

報告書」では、人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたこ

とには疑う余地がなく、1850～1900 年を基準とした世界平均気温は 2011～2020 年に約

1.1℃の温暖化に達したことを指摘しています。 

また、気候変動は大気、海洋、雪氷圏、及び生物圏に広範かつ急速な変化をもたらし、世界

中の全ての地域で多くの気象・気候の極端現象に影響を及ぼし、自然と人々に広範な悪影響

や損失・損害を引き起こしていることを指摘しています。2021（令和３）年 10 月までに発表さ

れた国が決定する貢献（NDCs）による 2030 年の世界全体の温室効果ガス排出量では、21

世紀の間に温暖化が 1.5℃を超える可能性が高く、2℃より低く抑えることがさらに困難になる

可能性が高いと予測しています。 

 

② ＣＯＰにおけるパリ協定の採択とその後の進展 

地球温暖化は世界的規模で取り組むべき重要課題として広く認知されているなか、

2015(平成 27)年に開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(ＣＯＰ21)にお

いて、条約加盟の 196 か国・地域が自主的な温室効果ガスの削減目標を国連に提出するとと

もに、2020(令和２)年以降の新たな地球温暖化対策の国際的枠組となる「パリ協定」が採択

されました(2018 年５月時点で 176 か国・１地域(ＥＵ)が締結)。協定では、参加するすべての

国に削減目標達成に向けた国内対策を行うことを義務付けたほか、世界共通の長期目標とし

て２℃目標を設定し 1.5℃に抑える努力を追求する「緩和」、「適応」の長期目標、各国の適応

計画策定プロセスや行動の実施、適応報告書の提出等が盛り込まれました。 
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また、2021（令和３）年 10～11 月、イギリスのグラスゴーで開催された第 26 回締約国会議

(ＣＯＰ26)では、グラスゴー気候合意が採択されました。このなかではパリ協定の 1.5℃目標の

達成に向けて、今世紀半ばのカーボンニュートラルと 2030 年に向けて野心的な対策を各国に

求めることがまとめられたほか、全ての国に対して石炭火力発電の段階的な削減及び非効率な

化石燃料補助金からのフェーズ・アウトを含む努力の加速を求めることが初めて盛り込まれまし

た。 

2022（令和４）年 11 月、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された第 27 回締約国会

議(ＣＯＰ27)では、気候変動対策の各分野における取組の強化を求めるＣＯＰ27 全体決定

「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030 年までの緩和の野心と実施を向上するための「緩

和作業計画」が採択されました。加えて、ロス＆ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損

害)支援のための措置を講じること及びその一環としてロス＆ダメージ基金(仮称)を設置する

ことが決定されました。 

さらに、2023（令和５）年 11 月からアラブ首長国連邦ドバイで開催された第 28 回締約国

会議（COP28）では、パリ協定の目的達成に向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・

ストックテイク（GST）に関する決定、ロス＆ダメージ（気候変動の悪影響に伴う損失と損害）に

対応するための基金を含む新たな資金措置の制度の大枠に関する決定のほか、緩和、適応、

資金、公正な移行等の各議題についての決定がそれぞれ採択されました。 

 

③ 気候変動とＳＤＧｓ 

2015(平成 27)年９月に国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開発目標

(ＳＤＧｓ)」では、持続可能な社会を実現するための 17 の目標が定められました。ＳＤＧｓは、環

境、経済、社会の三側面においてバランスがとれ、統合された形で達成するという概念に基づ

いており、気候変動だけでなく、食料、健康、水・衛生、エネルギー、経済成長、技術革新、イン

フラ、消費・生産、生態系など、緩和・適応に関連する目標が多く含まれています。  

特に気候変動の目標では、気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を講じることを

目指し、災害に対する強靱性及び適応の能力を強化することや、気候変動の緩和・適応・影響

軽減のほか教育・啓発の改善を図ることなどのターゲットが設定されています。 

 

 
図１-４ 「持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)」の 17 の目標 

出典：国際連合広報センター 
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④ 気候変動と新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルス感染症は 2019(令和元)年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市にお

いて最初に確認されました。そして、世界保健機関(ＷＨＯ)は 2020(令和２)年１月に「国際的

に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言し、同年３月にはパンデミック(世界的な大流行)

の状態にあると表明しました。 

一方で、コロナ禍からの復興において、脱炭素社会など環境問題への取組もあわせて行お

うとする「グリーン・リカバリー(緑の復興)」と呼ばれる経済復興策が世界中で広がりをみせて

います。  
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（５）気候変動に係る国内の動向 

① 国内における緩和の取組 

地球温暖化防止に対する国際的な動向を受けて、我が国では、1998(平成 10)年 10 月に

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成 10 年法律第 117 号。以下「地球温暖化対策推

進法」という。)を公布し、1999(平成 11)年４月に施行されました。 

地球温暖化対策推進法では、地方公共団体に対し、自らの事務及び事業に伴う温室効果ガ

ス排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地方公共団体

実行計画(事務事業編))の策定を義務付けるとともに、都道府県、政令指定都市、中核市及び

特例市に対し、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出抑制のための総合

的な施策に関する事項を定める地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定を義務付けてい

ます。 

2015(平成 27)年７月に政府は、長期エネルギー需給見通しを決定し、2030(令和 12)年

度におけるエネルギー需給構造のあるべき姿(エネルギーミックス)を示しました。徹底した省

エネルギー化、再生可能エネルギーの導入や火力発電の効率化などを進め、原発依存度は可

能な限り低減していくことを基本方針としています。 

この方針を踏まえ、2016(平成 28)年５月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」では、温

室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013(平成 25)年度比 26.0％削減とされました。 

2020(令和２)年 10 月には、2050(令和 32)年までに温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言

しました。さらに、2021(令和３)年４月には、2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度比

46％削減、さらに 50％の高みを目指して挑戦を続ける、新たな削減目標を表明しました。 

2021(令和３)年６月には、「地域脱炭素ロードマップ」が制定されました。今後５年間を集中

期間として政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極的に支援し、2030 年度までに少な

くとも100か所の脱炭素先行地域をつくるとともに、全国で自家消費型の太陽光発電や住宅・

建築物の省エネ等の重点対策を実行していくこととしました。 

２０２５(令和７)年 2 月には、「地球温暖化対策計画」が改定され、新たな NDC(国が決定す

る貢献)として、2035 年度、2040 年度において、温室効果ガスを 2013 年度からそれぞれ

60％、73％削減することを目指すとし、この新たな NDC が気候変動に関する国際連合枠組

条約（UNFCCC）事務局に提出されました。 

また、２０４０年度の73％削減目標と整合的な形で、我が国のエネルギーの基本的な方向性

を示す「第７次エネルギー基本計画」も策定されました。 

 

② 国内における適応の取組 

我が国においても、これまで気候変動及びその影響に関する観測・監視や予測・評価、調査

研究が進められてきました。2015(平成 2７)年３月には、政府の適応計画策定に向けた中央

環境審議会において、幅広い分野の専門家の参加による気候変動の影響の評価が行われ、

「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について」として環境大

臣に対する意見具申が行われました。 

この意見具申において、我が国では、気温の上昇や大雨の頻度の増加、降水日数の減少等
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が現れており、高温による農作物の品質の低下、動植物の分布域の変化など、気候変動の影

響がすでに顕在化していること、今後これらの気象現象はさらに顕著となるのに加え、大雨に

よる降水量の増加、台風の最大強度の増加等が生じ、農業や林業、水産業、水環境、水資源、

自然生態系、自然災害、健康などの様々な面で影響が生じる可能性があることが明らかにさ

れました。 

こうした気候変動による様々な影響に対する政府初の計画として、2015(平成 2７)年 11 月

に「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定され、国全体で整合のとれた取組を計画的か

つ総合的に推進するため、目指すべき社会の姿や対象期間・進め方等の基本的考え方をはじ

め、分野別施策の基本的方向や基盤的・国際的施策が示されました。 

また、適応策の実効性を高め、多様な関係者の連携・協働により取組を進めることを目的と

して、国は「気候変動適応法」を 2018(平成 30)年６月に公布し、同年 12 月に施行しました。

気候変動適応法では、国や地方公共団体、事業者など各主体が担うべき役割を明確化してお

り、国による「気候変動適応計画」の策定や情報基盤の整備・技術的支援を規定しています。

また、地方公共団体には「地域気候変動適応計画」の策定や適応の情報収集・提供を行う拠

点となる「地域気候変動適応センター」の確保を規定しており、これを受けて、地域気候変動適

応センターを設置する地方自治体が増えつつあります。 

なお、「気候変動適応計画」は、2018(平成 30)年の閣議決定後、2020(令和２)年 12 月

に公表された気候変動影響評価報告書を勘案し、2021(令和３)年 10 月に改定されました。

改定では、防災、安全保障、農業、健康等の幅広い分野で適応策が拡充され、各施策の進捗

状況の把握、「重大性」「緊急性」「確信度」に応じた適応策の特徴を考慮した「適応策の基本的

考え方」が盛り込まれました。 

2015(平成 2７)年３月に国の中央環境審議会が取りまとめた「日本における気候変動によ

る影響の評価に関する報告と今後の課題について(第１次気候変動影響評価報告書)」では、

「農業・林業・水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害・沿岸域」、「健康」、「産

業・経済活動」、「国民生活・都市生活」の７つの分野、30 の大項目、56 の小項目について、既

存文献や気候変動の影響の予測結果を基に、項目ごとに「重大性」、「緊急性」、「確信度」の観

点から気候変動による影響を評価しています。 

また、2020(令和２)年 12 月に公表された「気候変動影響評価報告書(詳細)」では、第１次

気候変動影響評価報告書から新たな知見が追加されており、化学的知見が充実したことで前

回評価時に比べ 31 項目で確信度が向上しました。さらに前回は重大性又は緊急性の評価が

できなかった項目についても、その多くで評価が可能となり、よりきめ細かな評価を行っていま

す。 

 

③ 地域循環共生圏 

2018(平成 30)年４月に閣議決定した第５次環境基本計画において、ＳＤＧｓやパリ協定と

いった世界を巻き込む国際的な潮流や複雑化する環境・経済・社会の課題を踏まえ、複数の

課題の統合的な解決というＳＤＧｓの考え方も活用した「地域循環共生圏」が提唱されました。 

「地域循環共生圏」は、地域の特性や循環資源の性質に応じて最適な規模の循環を形成するこ

とが重要であり、それにより重層的な循環型の地域づくりを進めていくという「地域循環圏」の考え

方や、自然の恵みである生態系サービスの需要でつながる農村地域や都市等の地域や人々を一

体としてとらえ、その中で連携や交流を深めていき相互に支え合っていくという「自然共生圏」の考

え方を含み、地域資源の活用を促進することにより、結果として低炭素も達成する考え方です。 
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（６）これまでの気候変動に係る県の取組 

① これまでの県における緩和の取組 

県は地域から地球温暖化防止に貢献するため、地球温暖化対策推進法及び岐阜県地球温

暖化防止基本条例(平成 21 年３月条例第 21 号)の規定に基づき、2011(平成 23)年６月に

「岐阜県地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定しました。その後、2016(平成 28)

年３月に見直し、2017(平成 29)年５月に一部改訂を行いました。 

国の「2050 カーボンニュートラルを目指す」との方針を踏まえ、県は 2020(令和２)年 12

月の令和２年第５回岐阜県議会定例会において「2050 年『脱炭素社会ぎふ』の実現」を表明

し、2021(令和３)年３月に策定した「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画(地球温暖

化対策実行計画(区域施策編))」では、2030(令和 12)年度に 2013(平成 25)年度比 33％

削減(中期目標)、2050(令和 32)年度に温室効果ガス排出量実質ゼロ(長期目標)を目標と

して掲げました。 

2023(令和５)年３月に策定した「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画(地球温暖化

対策実行計画(区域施策編))」では、2030(令和 12)年度に 2013(平成 25)年度比 48％削

減(中期目標)、2050(令和 32)年度に温室効果ガス排出量実質ゼロ(長期目標)を目標とし

て改訂しました。 

 

② これまでの県における適応の取組 

気候変動への適応策が推進されるなか、県は 2015(平成 27)年に岐阜大学とともに文部

科学省の５か年計画プロジェクト「ＳＩ－ＣＡＴ」に参加し、将来の気候変動の予測や影響評価に

取り組みました。2016(平成 28)年３月には、「地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」の見

直しに伴い、同計画において「適応の方向性」を示しました。 

また、気候変動適応法の施行により、地域気候変動適応センターの確保が定められたことから、

2020(令和２)年４月１日に岐阜大学と共同で「岐阜県気候変動適応センター」を設置しました。

岐阜県気候変動適応センターでは、年平均気温等の気候の実態に関する情報や熱中症救急搬

送者数等の気候変動影響との関連が考えられる情報を収集・整理、分析し提供しています。 

2021(令和３)年３月には、「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画(地球温暖化対策

実行計画(区域施策編))」において、分野ごとの適応策を定めました。 

以降、毎年度「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」において、分野ごとの適応策の

見直しを行っています。 

 

③ ＳＤＧｓ未来都市 

県は 2020(令和２)年７月に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して

持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い自治体として、内閣府から「ＳＤＧｓ未来都市」

に選定されました。 

「岐阜県ＳＤＧｓ未来都市計画」では、2030 年のあるべき姿を「自然と人が創り出す世界に

誇る『清流の国ぎふ』」とし、環境・経済・社会の諸課題に取り組むことによりオール岐阜で持続

可能な「清流の国ぎふ」の実現を目指し、産学官が一体となった温室効果ガスの削減、気候変

動による影響の軽減に取り組んでいます。 
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④ 岐阜県エネルギービジョン 

2050 年「脱炭素社会ぎふ」の実現を目指し、県民・企業・行政等が連携して取り組むため

の共通の指針として 2022(令和４)年３月に策定しました。再生可能エネルギー創出量を

2013 年度比 9.1 倍、最終エネルギー消費量を 2013 年度比 31.2％削減、再エネ電力比率

を 52.9％以上にすることを目標としており、エネルギー起源二酸化炭素排出量としては

2013 年度比 48.2％削減を掲げています。 

 

（７）計画策定の背景 

気候変動の影響に対処するには、温室効果ガスの排出の抑制等を図る「緩和策」に取り組

むことが必要ですが、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響による被害を防止・

軽減する「適応策」も不可欠です。「緩和策」と「適応策」は気候変動対策において両輪の関係

であり、地球温暖化対策推進法及び気候変動適応法の二つの法律のもと、気候変動対策を着

実に推進していく必要があります。 

このため、県は幅広いステークホルダーを対象とする広域的な対策を策定・実施し得る主体

として、気候変動の現状及び国内外の動向等を踏まえて、本計画において地球温暖化対策を

強化するとともに、気候変動適応に関する内容を新たに盛り込み、緩和策と適応策の双方を総

合的かつ効果的に進めていきます。 

 

（８）２０２５（令和７）年度の計画改訂の背景 

本計画は、２０２１（令和３）年度から２０３０（令和１２）年度までの１０年間を計画期間としてい

ますが、２０２１（令和３）年 3 月の計画策定及び２０２３（令和５）年 3 月の改訂以降の温暖化対

策に関する状況の変化を踏まえ、計画の見直しを行うこととしました。 

具体的には、前述のとおり、国は、2025(令和７)年２月に「地球温暖化対策計画」を一部改

正し、「2035 年度に温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 60％削減、2040 年度には

73％削減する」との新たな中期目標を設定しました。 

同時に、この 73％削減目標と整合的な形で、我が国のエネルギーの基本的な方向性を示

す「第７次エネルギー基本計画」も策定されたところです。 

また、本県においても、本計画と同じく「『脱炭素社会ぎふ』の実現」を目指し、エネルギー施

策の指針等を定めた「岐阜県エネルギービジョン」が２０２６（令和８）年 3 月末に終期を迎えま

す。 

このため、本県も 2035 年度、2040 年度の温室効果ガス排出量の目標を設定し、国と歩

調をあわせて取組を推進していきます。 

また、目指すべき姿を同じくする「岐阜県エネルギービジョン」の終期を踏まえ、省エネルギ

ーや再生可能エネルギーの観点を中心に見直しを図った上で、本計画の「緩和策」に統合する

ことで、より一体的に施策を推進していきます。 
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2 計画の基本的事項 

（１）目的 

本計画は、本県の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等を行うための

対策である「緩和策（緩和策と一体的に進めるエネルギー対策を含む）」とともに、気候変動の

影響による現在や将来の被害を可能な限り軽減するための「適応策」の取組方針を示すもの

です。 

なお、気候変動における緩和とは、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減対策で

あり、地球温暖化対策推進法に基づきます。 

また、適応とは、既に生じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害の

防止・軽減対策であり、気候変動適応法に基づきます。 

  

（２）計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策推進法」第 21 条第３項に基づく「地方公共団体実行計画(区

域施策編)」、「気候変動適応法」第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」及び「岐阜県地球

温暖化防止及び気候変動適応基本条例」(以下「条例」という。)第７条第１項に基づく「地球温

暖化防止・気候変動適応計画」として策定し、「緩和策」と「適応策」を車の両輪とする総合的な

計画として位置づけるものです。  

また、「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」及び「岐阜県ＳＤＧｓ未来都市計画」に沿った環境政

策の全体像を示す計画である「第７次岐阜県環境基本計画」における基本理念、目指すべき

将来像、取組方針を踏まえた個別計画として位置づけるほか、本計画に「岐阜県エネルギービ

ジョン」を統合することで、取組をより一体的に推進するものです。  

  

（３）計画の期間 

計画の期間は２０２１(令和３)年度から２０３０(令和 12)年度までの１０年間とします。 

ただし、県の現状や計画の進捗状況に加え、国内外の社会経済情勢や気候変動対策に関

する取組、技術革新など諸般の状況を踏まえつつ、新規対策の追加や現行対策の見直し、拡

充を行うとともに、必要に応じて、計画の見直しを行います。 

 

（４）方針 

本計画に基づき、「緩和策」と「適応策」を踏まえた総合的な気候変動対策に取り組むことと

し、「脱炭素社会ぎふ」の実現と気候変動への適応を目指します。  

また、本計画の推進により、県民・事業者・ＮＰＯ等民間団体・行政等がそれぞれ温室効果ガ

スの排出削減に向けて取り組むとともに、気候変動のリスクや適応に関する情報を収集し、気

候変動影響による被害の防止・軽減を図ることを目指します。 
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（５）対象 

① 対象とする温室効果ガス・部門等 

本計画で対象とする温室効果ガスは、「地球温暖化対策推進法」第２条第３項に規定されて

いる温室効果ガスと同様とし、部門等は「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マ

ニュアル(算定編)」に示される部門のうち、表１-１のとおりとします。 

 
表１-１ 対象とする温室効果ガス・部門等 

温室効果ガス・部門等 
地球温暖

化係数（注) 
性質 用途・主な排出源 

二
酸
化
炭
素 

エネルギー 

起源 CO2 
産業部門 １ 

代表的な温室効

果ガス。 

製造業、建設業・鉱業、農林水

産業における工場・事業場の化

石燃料の燃焼や電気の使用等

のエネルギー消費に伴う排出 

 業務部門   

事業所・ビル、商業・サービス業

施設、他のいずれの部門にも帰

属しない電気の使用等のエネ

ルギー消費に伴う排出 

 家庭部門   
家庭における電気の使用等の

エネルギー消費に伴う排出 

 運輸部門   
自動車、鉄道における化石燃料等

のエネルギー消費量に伴う排出 

非 

エネルギー 

起源 CO2 

工業プロセス分

野 
  

工業材料の石灰石の化学変化

に伴う排出 

廃棄物分野   廃棄物の焼却処理等に伴う排出 

そ
の
他
の
ガ
ス 

ＣＨ４ メタン 25 

天然ガスの成分

で 、 常 温 で 気

体。よく燃える。 

稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物

の埋め立て等に伴う排出 

Ｎ２Ｏ 一酸化二窒素 298 

数ある窒素酸化

物の中で最も安

定した物質。他の

窒素酸化物等の

ような害はない。 

燃料の燃焼、工業プロセス、農

用地の土壌や家畜排せつ物管

理などにおける発生等に伴う排

出 

ＨＦＣｓ 
ハイドロフルオ

ロカーボン類 

12～

14,800 

塩素がなく、オゾ

ン層を破壊しな

いフロン。強力な

温室効果ガス。 

スプレー、エアコンや冷蔵庫等

の冷媒、建物の断熱材等に伴う

排出 

ＰＦＣｓ 
パーフルオロカ

ーボン類 

7,390～

17,340 

炭素とふっ素だ

けからなるフロ

ン。強力な温室

効果ガス。 

半導体の製造プロセス、マグネ

シウム溶解時におけるカバーガ

スなど 

ＳＦ６ 六ふっ化硫黄 22,800 

硫黄とふっ素だ

けからなるフロ

ン。強力な温室

効果ガス。 

電気の絶縁体など 

ＮＦ３ 三ふっ化窒素 17,200 

窒素とふっ素だ

けからなるフロ

ン。強力な温室

効果ガス。 

半導体の製造プロセスなど 

注)地球温暖化係数：各温室効果ガスの地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素の当該効果を 1 とした場合 

の比で表したもの。地球温暖化対策推進法第４条の地球温暖化係数を示す。  
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② 対象とする適応の分野・項目 

本計画で対象とする適応の分野・項目は表１-２のとおりとします。 

 

表１-２ 気候変動影響の分野、項目及び評価 

分野  大項目  小項目  

農業・林業・水産業 

農業  

水稲  

果樹  

土地利用型作物(麦・大豆・飼料作物等)  

園芸作物(野菜、花き)  

畜産  

病害虫・雑草 

農業生産基盤  

林業  

山地災害、 
治山・林道施設 

(土石流・地すべり等) 

(木材生産) 

(物質収支) 

木材生産(人工林等)  

特用林産物(きのこ類等)  

水産業  内水面漁業  
(増養殖等)  

(淡水生態系)  

水環境・水資源  

水環境  
湖沼・ダム湖  

河川  

水資源  
水供給(地表水)  

水供給(地下水)  

自然生態系  

陸域生態系  

高山帯・亜高山帯  

自然林・二次林  

野生鳥獣の影響  

淡水生態系  河川  

分布・個体群の変動  
在来生物  

外来生物  

自然災害  

水害  
洪水  

内水  

土砂災害  土石流、地すべり等  

その他  強風等  

健康  

暑熱  熱中症、死亡リスク  

感染症 

水系・食品媒介性感染症 

節足動物媒介感染症 

その他の感染症 

その他 

大気汚染 

脆弱性が高い集団 

その他の健康影響 

産業・経済活動  

産業・経済活動  

製造業  

食品製造業 

エネルギー需給 

商業 

建設業 

医療 

観光業 

観光業  

文化・歴史などを感じる暮らし 

県民生活・都市生活  
インフラ・ライフライン等  水道、交通等  

その他  暑熱による生活への影響  
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第２章 岐阜県の自然的社会的特性 

1 県内全域の特性 

（１）位置・面積・地形等 

岐阜県は日本列島のほぼ中央に位置し、総面積 10,621.29km2 で、周囲を７つの県に囲

まれた内陸県です。西は養老山地や伊吹山地、東は木曽山脈や飛騨山脈といった山々に囲ま

れ、各県との県境はほとんどが山地山脈です。 

県北部の飛騨地方は、標高 3,000ｍ級の飛騨山脈をはじめとする山岳地帯で、平地は高

山盆地などわずかです。 

一方、県南部の美濃地方は、濃尾平野に木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が流れ、合流

域とその支流域には水郷地帯が広がり、海抜ゼロメートル地帯も存在しています。 

このように、海抜０ｍの平野から 3,000ｍを超える山岳地帯まで高度差が大きい複雑な地

形となっており、古くから「飛山濃水(＝飛騨の山･美濃の水という意味)」と呼ばれています。 

岐阜県の平地地域の地質は、大部分が木曽三川による堆積物からなる沖積層や洪積層で、

ぜい弱なため悲惨な水害や震災に苦しんだ歴史を持っています。 

また、飛騨川と宮川に代表される河川の流れを太平洋側と日本海側とに分ける位山の分水

れい、長良川と庄川の流れを分けるひるがの分水れい等が存在し、岐阜県の地形の複雑さを

特徴づけています。 

多くの河川に挟まれた小さな山地は無数にあり、美濃地方東部の緩やかな丘陵地帯を除い

ては、急傾斜をなしているところが多くあります。 

このことにより豊富な流量と山間の地形が生み出す落差を生かした水力発電所に適します

が、複雑な気象をもたらす原因となり、土砂災害、なだれなどの災害の要因にもなっています。 

 

（２）土地利用 

土地利用の状況は、202２(令和４)年度において、森林が 80.7％、農地が 5.2％、住宅地

が４．０％となっています。 

 

 
 

図２-１ 岐阜県の土地利用(2022(令和４)年度)) 
出典：岐阜県「岐阜県統計書」を基に作成 

農地

5.2%

森林 80.7%

原野等
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（３）人口・世帯数 

岐阜県の 2024(令和６)年 10 月１日現在の推計人口は 191 万 3076 人であり、1999(平

成 11)年の 211 万 9,577 人をピークに減少を続け、1999 年と比べ、約 21 万人(9.7％)減

少しています。 

また、岐阜県の将来人口推計結果をみると、2024(令和６)年では、65 歳以上の人口の割

合は 32.0％、75 歳以上の人口の割合は 18.0％となっており、高齢化が進んでいます。 

一方で、世帯数は増加しており、2024(令和６)年 10 月１日現在の世帯数は 79 万 7,299

世帯であり、１世帯当たり人員は 2.4 人となっています。また、岐阜県の将来人口推計結果を

みると、今後も人口は減少を続け、2050(令和 32)年には 136 万 6,447 人まで減少すると

見込まれています。 

 

 

図２-２ 岐阜県の人口･世帯数・１世帯当たり人員の推移 
出典：岐阜県「令和６年岐阜県人口動態統計調査結果」を基に作成 
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図２-３ 岐阜県の将来人口推計結果 

出典：岐阜県政策研究会「岐阜県の将来人口推計について」を基に作成 

 

（４）経済活動 

岐阜県の県内総生産は、20２２(令和４)年度は 8 兆２,５２２億円となっています。また、

2024(令和６)年１２月の岐阜県景気動向指数の一致指数は、2020(令和２)年を 100 として、

117.6 となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-４ 県内総生産の推移 
出典：内閣府「県民経済計算結果」を基に作成 
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本県の農業産出額は 2023(令和５)年に 1,263 億円で全国 28 位となっており、近年の推

移は、2017(平成 29)年まで増加していましたが、2018(平成 30)年から一旦減少し、2023

年は前年より 11.9％増加しました。全国産出額に占める割合が高い農産物は、ほうれんそう

が全国の 7.5％(第４位)、カキが全国の 7.5％(第４位)、花木類が全国の 6.6％(第７位)、ト

マトが全国の 3.9％(第６位)です。 

また、内水面漁業の生産量は 2012(平成 24)年から 2016(平成 28)年まで 300 トンで

横ばい傾向にありましたが、2017 年から一旦減少し、2023(令和 5)年は前年より 36.8％

増加し 346 トン、２０２４（令和６）年（速報値）は３３１トンで全国第６位となっています。全国漁

獲量に占める割合が高い魚種は、その他のさけ・ます類が全国の４５．３％(第１位)、アユが全

国の１８．１％(第２位)です。 

 

（５）交通体系 

岐阜県の自動車保有台数は、1998(平成 10)年以降増加傾向を示し、2007(平成 19)年

以降一時的に減少しましたが 2011(平成 23)年以降増加傾向を示しています。2023(令和

５)年の自動車保有台数は 168 万 9,939 台です。 

岐阜県では自動車が重要な交通手段であり、１世帯当たり自動車保有台数は、2006(平成

18)年にかけて増加を示していましたが、近年では世帯数の増加もあり、減少傾向にあります。 

 

 

 
図２-５ 岐阜県の自動車保有台数の推移 

出典：岐阜県「岐阜県統計書」を基に作成  
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2 地域（５圏域等）ごとの特性 

表２-１ ５圏域における対象市町村 

地域名  対象市町村  

岐阜圏域  岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、 

北方町  

西濃圏域  大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、

揖斐川町、大野町、池田町  

中濃圏域  美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、 

白川町、東白川村、御嵩町、関市、美濃市、郡上市  

東濃圏域  多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市  

飛騨圏域  高山市、飛騨市、白川村、下呂市  

  

 
 

図２-６ 岐阜県５圏域の位置図 
出典：「岐阜県統計書」(平成 30 年)   
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（１）岐阜圏域  

岐阜圏域では、土地利用として農地の割合、宅地の割合及び道路の割合が５圏域中最も

多く、農地は約 12％、宅地は約 1３％、道路は約６％となっています。 

また、５圏域中、人口が最も多く、年間商品販売額についても最も高くなっています。 

製造品出荷額を産業別に見ると、飲料・たばこ・飼料製造業、化学工業、輸送用機械器具

製造業等で最も高くなっています。  

  

（２）西濃圏域  

西濃圏域では、土地利用として農地の割合、宅地の割合及び道路の割合が５圏域中２番

目に多く、農地は岐阜圏域とほぼ同じ約 12％となっています。 

また、５圏域中、製造品出荷額及び年間商品販売額が２番目に多くなっています。 

製造品出荷額を産業別に見ると、食料品製造業、プラスチック製品製造業、電子部品・デ

バイス・電子回路製造業等で最も高くなっています。  

  

（３）中濃圏域  

中濃圏域では、土地利用として森林の割合が５圏域中２番目に多く、約 81％となっていま

す。 

また、５圏域中、製造品出荷額が最も高く、産業別に見ると、パルプ・紙・紙加工品製造業、

金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業等で最も高くなっていま

す。  

  

（４）東濃圏域  

東濃圏域では、土地利用として農地、森林、宅地、道路の割合が５圏域中３番目となって

います。 

また、製造品出荷額を産業別で見ると、５圏域中、窯業・土石製品製造業、電気機械器具

製造業、石油製品・石炭製品製造業で最も高くなっています。  

  

（５）飛騨圏域  

飛騨圏域では、土地利用として、５圏域中、農地の割合、宅地の割合及び道路の割合が最

も少なく、森林の割合が最も多くなっており、宅地は１％で、森林が約 92％となっています。 

また、５圏域中、人口が最も少ないですが、農業産出額及び観光消費額が最も高くなって

います。 

製造品出荷額を産業別で見ると、非鉄金属製造業で最も高くなっています。  
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3 県民等調査 

（１）環境に関する県民等意識調査 

県では、2019(令和元)年 12 月に、一般県民 2,000 人等を対象として、環境に関する一般

的な意識に関するアンケート調査を実施しました。 

 

① 環境に対する関心や行動について 

関心がある環境問題では、「非常に関心がある」と「少しは関心がある」の合計について、『地

球温暖化対策』が 90.4％と最も高く、次いで『防災・減災対策』(89.3％)、『気候変動への対

応』(87.3％)の順となっています。 

また、環境にやさしい行動として取り組んでいることでは、「買い物をするときには、マイバッ

クを持参したり、余分な包装は断っている」が77.2％と最も高く、次いで「詰め替えのできる商

品を選んでいる」(70.0％)、「省エネ型の家電や照明器具(ＬＥＤなど)を使っている」

(58.8％)の順となっています。 

 

 
 

図２-７ 関心がある環境問題 
出典：岐阜県「環境に関する県民等意識調査 調査結果報告書」 
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大気汚染対策(n=937)

騒音・振動・悪臭対策(n=937)

環境教育(n=937)

【問１ 関心がある環境問題について】

非常に関心がある 少しは関心がある あまり関心がない まったく関心がない 無回答
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図２-８ 環境にやさしい行動として取り組んでいること 
出典：岐阜県「環境に関する県民等意識調査 調査結果報告書」 

 

② 環境に関する情報について 

環境に関する情報の有無では、「だいたい得られている」が 60.9％と最も高く、次いで「あ

まり得られていない」(24.0％)、「必要な情報はない」(7.0％)の順となっています。 

 

 
 

図２-９ 環境に関する情報の有無について 
出典：岐阜県「環境に関する県民等意識調査 調査結果報告書」 

 

 

 

 

6.3%

46.6%

14.2%

58.8%

45.3%

7.8%

77.2%

39.7%

1.7%

49.3%

70.0%

12.2%

57.4%

25.8%

40.0%

30.8%

1.6%

1.8%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

クールシェア・ウォームシェアスポットを利用している

アイドリングストップなど、エコドライブを実践している

電車やバス、自転車をできる限り利用している

省エネ型の家電や照明器具（LED など）を使っている

長時間使わない電化製品は主電源を切っている

再生可能エネルギーを活用している

買い物をするときには、マイバックを持参したり、余分な包装は断っている

マイボトルやマイカップを使用している

外食には、マイはしを持参している

買い物をするときは、必要な分だけ購入している

詰め替えのできる商品を選んでいる

リサイクル製品を購入したり、フリーマーケットを利用している

食べ残しや食材の無駄（食品ロス）を減らしている

地域で生産された商品を購入している

お風呂の残り湯を洗濯に使用したり、シャワーの流しっぱなしはしない

地域の清掃活動や緑化活動などに参加している

特にしていない

その他

無回答

【問４ 環境にやさしい行動として取り組んでいることについて】

1.3%

60.9%

24.0%

2.9%

7.0%
3.8%

【問６ 環境に関する情報の有無について】

十分に得られている だいたい得られている あまり得られていない

まったく得られていない 必要な情報はない 無回答

（注)複数回答 



   ２２ 

  

③ 県が実施する環境施策について 

県が実施する環境施策の認知では、「よく知っている」と「少しは知っている」の合計につい

て、『「環境にやさしい買い物」の普及』が 31.6％と最も高く、次いで『「清流ミナモの未来づくり」

の推進』(29.1％)、『「ぎふエコ宣言」の普及』(24.5％)の順となっています。 

 

 
 

図２-10 県が実施する環境施策の認知 
出典：岐阜県「環境に関する県民等意識調査 調査結果報告書」 

 

  

0.9%

2.0%

2.3%

3.0%

0.7%

4.7%

2.3%

8.8%

1.0%

2.2%

2.3%

1.1%

0.9%

1.2%

1.6%

11.3%

22.5%

16.5%

26.1%

11.4%

17.0%

15.7%

22.8%

6.7%

13.9%

11.6%

5.8%

11.6%

7.4%

8.0%

84.8%

72.6%

78.3%

68.4%

84.5%

75.3%

79.3%

66.2%

89.1%

80.7%

83.1%

90.1%

84.7%

88.5%

87.2%

3.0%

2.9%

2.8%

2.5%

3.3%

3.0%

2.7%

2.2%

3.2%

3.2%

2.9%

3.1%

2.8%

3.0%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「ぎふ清流ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の推進(n=937)

「ぎふエコ宣言」の普及(n=937)

「環境にやさしいはし推進店」の推進(n=937)

「清流ミナモの未来づくり」の推進(n=937)

「清流調査隊」の編成(n=937)

「カワゲラウオッチング（水生生物調査）」の実施(n=937)

「ぎふ食べきり運動」の推進(n=937)

「環境にやさしい買い物」の普及(n=937)

「森・里・川・海×つながＬＩＮＫ親子体験ツアー」の開催(n=937)

「岐阜県リサイクル認定製品」の認定(n=937)

「ブルーリバー作戦」の推進(n=937)

「環境配慮事業所（Ｅ工場）」の登録制度(n=937)

「清流月間」における普及啓発の実施(n=937)

「環境教育推進員」の派遣(n=937)

「清流の国ぎふ環境教育副読本」の作成(n=937)

【問８ 県が実施する環境施策の認知について】

よく知っている 少しは知っている 知らない 無回答
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まったく関心がない, 0.9% 

あまり関心がない, 
7.8% 無回答, 0.3% 

非常に関心がある, 

44.5% 

少しは関心がある, 

 46.5% 

（２）岐阜県政モニターアンケート調査結果 

県では、2020(令和２)年７月に、県政モニター836 人を対象として、温暖化対策等に関す

るアンケート調査を実施しました(有効回答 744 人)。 

 

① 地球温暖化や気候変動への関心 

地球温暖化や気候変動への関心については、「非常に関心がある」「少しは関心がある」を

合わせて、９割以上の方が関心を持っていることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２-11 地球温暖化や気候変動への関心 

出典：岐阜県「温暖化対策等に関するアンケート 調査結果」 

 

② 地球温暖化対策のための取組 

県が地球温暖化対策として取り組むべきこととしては、「工場や事業所の省エネルギー化

(省エネルギー性能の高い設備・機器の導入など)への支援」が 50.0％と最も多く、次いで「公

共施設の積極的な省エネルギー化や再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマスなどの自

然エネルギー)の導入」が 48.1％、「電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池で動く自動車

などの次世代自動車の導入や燃費の改善への支援」が 42.0％でした。 

県の地球温暖化対策を有効に周知する方法としては、「インターネットやＳＮＳを活用した広

報」が 55.8％と最も多く、次いで「新聞・雑誌・ポスターなどの紙媒体による広報」及び「学校

や地域への出前講座による広報」が 55.3％でした。 
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図２-12 県が地球温暖化対策として取り組むべきこと 
出典：岐阜県「温暖化対策等に関するアンケート 調査結果」 

 

 

 
 

図２-13 県の地球温暖化対策を有効に周知する方法 
出典：岐阜県「温暖化対策等に関するアンケート 調査結果」 

 

 

 

  

370

356
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153
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64

16

4

0 100 200 300 400

工場や事業所の省エネルギー化（省エネルギー性能の高い設備・機

器の導入など）への支援

公共施設の積極的な省エネルギー化や再生可能エネルギー（太陽

光、風力、バイオマスなどの自然エネルギー）の導入

電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池で動く自動車などの次

世代自動車の導入や燃費の改善への支援

住宅の省エネルギー化（太陽光発電施設の設置や断熱リフォームな

ど）への支援

森林整備などによる二酸化炭素の吸収源対策

太陽光や風力、水力、地熱などを利用した再生可能エネルギーの研

究支援

公共交通機関や自転車の利用促進啓発

都市部のヒートアイランド対策

水素などの二酸化炭素を排出しないエネルギーの研究支援

カーボン・オフセットの推進

その他

無回答

412

409

409

337

300

35

5

0 100 200 300 400 500

インターネットやSNSを活用した広報

新聞・雑誌・ポスターなどの紙媒体による広報

学校や地域への出前講座による広報

商業施設などでのチラシ配布やパネル展示による広報

イベント開催による広報

その他

無回答
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県が脱炭素宣言をすることによる県民・事業者の地球温暖化への取組の促進効果としては、

「非常に取り組む」「少しは取り組む」を合わせて、９割以上の方が取り組む意向を持っている

ことが分かります。 

県に気候変動に伴う影響への対策として取り組んでほしいこととしては、「大雨の増加や短

時間の強雨などに伴う土砂災害対策」が 74.1％と最も多く、次いで「記録的な豪雨による洪水

等に対する堤防施設などのインフラ対策」が 64.2％、「さらなる気温の上昇などによる熱中症

対策」が 34.7％でした。 

 

 
図２-14 県が脱炭素宣言をすることによる県民・事業者の地球温暖化への取組の促進効果 

出典：岐阜県「温暖化対策等に関するアンケート 調査結果」 

 

 

 
図２-15 県に気候変動に伴う影響への対策として取り組んでほしいこと 

出典：岐阜県「温暖化対策等に関するアンケート 調査結果」 
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希少動植物の保全 
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少しは取り組む, 

56.0% 
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第３章 岐阜県の気候変動の現状・将来予測 

1 気候変動の現状 

（１）気温 

① 年平均気温 

岐阜市の年平均気温は、100 年あたりの推計値で＋1.9℃気温が上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-１ 年平均気温の経年変化(岐阜市) 

出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 

 

② 真夏日 

岐阜市の真夏日(日最高気温が 30℃以上の日)の年間日数は、100 年あたりの推計値で

＋19 日と増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-２ 真夏日の年間日数の経年変化(岐阜市) 

出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 

 

③ 日照時間 

日照時間の平均値は、岐阜市で年間 2,108.6 時間となっています。 
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④ 熱帯夜 

岐阜市の熱帯夜の年間日数は、100 年あたりの推計値で＋22 日と増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-３ 熱帯夜の年間日数の経年変化(岐阜市) 

出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 

 

⑤ 冬日 

冬日日数の経年変化をみると、減少傾向にあります。岐阜市の 100 年あたりの推計値は－

32 日で、1990 年以降大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-４ 冬日の年間日数の経年変化(岐阜市) 

出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 
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（２）年降水量 

① 年降水量 

岐阜市の年降水量は、１００年あたりの推計値で変化傾向はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-５ 年降水量の経年変化(岐阜市) 
出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 

 

② 大雨発生回数 

県内の日降水量 100 ミリ以上の極端な大雨の年間発生回数は増加しているとみられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-６ 岐阜県の日降水量 100mm 以上の年間日数の変化          
出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 
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③ 無降水日（日降水量１mm未満の日数） 

岐阜市の年間無降水日数は有意に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３-７ 年間無降水日数の経年変化(岐阜市) 
出典：東京管区気象台 東海地方のこれまでの気候の変化（観測結果） 
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2 気候変動の将来予測 

（１）将来予測のためのシナリオ 

ＩＰＣＣでは、地球温暖化対策の程度や社会経済動向により人類が二酸化炭素をどの

程度排出するか、排出量の道筋について、複数の排出シナリオを想定し、気候変動予測

が行われています。 

この排出シナリオを岐阜県の気候変動の将来予測に活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-８ 各ＲＣＰシナリオによる二酸化炭素排出量(炭素重量換算) 
出典：日本の気候変動 2025 

 

 ＲＣＰ(代表的濃度経路)シナリオ 

 

 

 

 

  

ＲＣＰ8.5：非常に高い温室効果ガス排出量となる高位参照シナリオ 

(温室効果ガス排出削減対策を全く行わず、地球温暖化が最も進行する場合) 

ＲＣＰ6.0：ＲＣＰ8.5 とＲＣＰ2.6 の中間の高位安定化シナリオ 

ＲＣＰ4.5：ＲＣＰ8.5 とＲＣＰ2.6 の中間の低位安定化シナリオ 

ＲＣＰ2.6：非常に低い強制力レベルにつながる低位安定化シナリオ 

(厳しい温室効果ガス排出削減対策を行った場合) 
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（２）気温 

① 年平均気温 

岐阜県の場合、基準期間(1981(昭和 56)～2000(平成 12)年)に対する今世紀末

(2081(令和 63)～2100(令和 82)年)期間の年平均気温の上昇量は、ＲＣＰ8.5 の場

合は 4.7℃、ＲＣＰ2.6 の場合は 1.9℃と予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-９ 岐阜県 将来の年平均気温 

出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 

注)予測のモデルは、「ＭＩＲＯＣ５」(東京大学/国立研究開発法人国立環境研究所/国立開発法人海洋研究開発機構)に 

よる。図３-12 も同じ。 

 

② 気温の階級別日数 

岐阜市における階級別日数の将来変化量の将来予測では、現在よりも猛暑日、真夏

日、熱帯夜、夏日は増加、冬日は減少すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-10 岐阜県 階級別日数の将来気候における変化 
出典：東京管区気象台 東海地方のこれからの気候の変化（将来予測） 

注)予測結果は、文部科学省及び気象庁「日本の気候変動 2025」の気象庁の予測に基づく。図３-13 も同じ。 
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（３）年降水量 

① 年降水量 

将来の年降水量の変化の予測をみると、今世紀末(2081(令和 63)～2100(令和

82)年)の期間において、ＲＣＰ8.5、ＲＣＰ2.6 のどちらの場合でも、降水量の増加が予

測されています。日 200mm 以上の大雨や１時間 30～50mm 以上の短時間強雨の回

数は増える一方、無降水日数が増加することも予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３-11 岐阜県 将来の年降水量 

出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 

 

 

② 大雨発生回数 

東海地方の１時間降水量 50mm 以上の発生回数は増加することが予測されています。

大雨による災害発生の増大が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-12 １時間降水量 50mm 以上の将来変化（東海地方）  
出典：東京管区気象台 東海地方のこれからの気候の変化（将来予測） 
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③ 無降水日数(日降水量１mm未満の日数) 

東海地方の無降水日数は増加することが予測されており、水不足などのリスクの増

大が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-13 無降水日数の将来変化（東海地方）          
出典：東京管区気象台 東海地方のこれからの気候の変化（将来予測） 

 

 

（４）気候変動の将来予測 

ⅠＰＣＣの第６次評価報告書統合報告書において、大気、海洋、雪氷圏、及び生物圏

に広範かつ急速な変化が起こっており、人為的な気候変動は、既に世界中の全ての地域

において多くの気象と気候の極端現象に影響を及ぼしているとしています。このことは、

自然と人々に対し広範な悪影響、及び関連する損失と損害をもたらしていると指摘され

ています。 

今後、現在と比較して厳しい地球温暖化対策がされた場合でも、21 世紀末までの世

界平均地上気温は、1986(昭和 61)～2005(平成 17)年平均に対して 0.3℃～1.7℃

の上昇が不可避とされ、本県の場合、中庸的な値を示す予測モデルにおいて、21 世紀末

までの平均気温が 1981(昭和 56)～2000(平成 12)年平均に対して 1.9℃上昇すると

予測されています。 

我が国においても、気温の上昇や大雨の頻度の増加、降水日数の減少、海面水温の

上昇等が現れており、高温による農作物の品質低下、動植物の分布域の変化など、気候

変動の影響が既に顕在化しています。 

本県においても農業、自然生態系、自然災害、健康などの分野で影響が確認されてい

ます。 
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3 気候変動の影響評価 

（１）気候変動の影響 

以下に、本県において予測されている主な気候変動の影響を示します。 

「気候変動による豪雨と洪水」(岐阜大学地域環境変動適応研究センター)又は「温暖

化影響評価・適応政策に関する総合的研究」(環境省環境研究総合推進費Ｓ－８)から、

コメの収量や熱中症搬送者数など影響が大きい、わかりやすいと考えられる代表的なも

のを選んでいます。  

 

① 自然災害 

（洪水） 

地球温暖化が進展した状況における長

良川の洪水の規模・頻度をみると、100 年

に一度の洪水の流量は、2030(令和 12)

年頃には 1.1 倍になると評価されています。 

また、過去の気象では100年に一度であ

った洪水が、2030 年頃には50 年に一度、

さらに緩和努力を怠った場合には 30 年に

一度程度おこりうると評価されています。 

  

 

② 農業 

（コメ収量（品質重視)） 

県のコメ収量(品質重視)の変化をみる

と 、 今 世 紀 末 (2081( 令 和 63) ～

2100(令和 82)年)の期間においてＲＣＰ

2.6 では同程度、ＲＣＰ8.5 では 0.7 倍と

なると予測されています。(注) 

ＲＣＰ8.5 では平地が広がる県南部を

中心に、0.5 倍以下となる地域が多くみら

れます。 

 
注)図３-16～図３-19、図３-21～図３-24 の予測は、複数 

ある予測モデルのうち中庸的な値となっている「ＭＩＲＯ

Ｃ５」(開発機関：東京大学/国立研究開発法人国立環

境研究所/国立開発法人海洋研究開発機構)によるも

のです。 

 

 

 

 

 

 図３-14 100 年に一度の洪水流量の増加率 
出典：岐阜大学地域環境変動適応研究センター             

「気候変動による豪雨と洪水」  

 

 

 

 

図３-15 岐阜県 コメ収量(品質重視)  
   出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ  
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  2031～2050 年  2081～2100 年  

ＲＣＰ2.6 

 

 

ＲＣＰ8.5 

    

 
図３-16 岐阜県 コメ収量(品質重視)(基準期間との差)  

出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 
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③ 健康 

（熱中症・熱ストレス） 

熱中症による搬送者数の変化(相対値)をみると、基準期間(1981(昭和 56)～

2000(平成 12)年)から今世紀末(2081(令和 63)～2100(令和 82)年)の期間にお

いてＲＣＰ2.6 ではおよそ２倍、ＲＣＰ8.5 ではおよそ５倍に増加すると予測されています。 

熱ストレス超過死亡者数は、基準期間(1981～2000 年)から今世紀末(2081～

2100 年)の期間においてＲＣＰ2.6 ではおよそ２倍、ＲＣＰ8.5 の場合およそ８倍に増加

すると予測されています。 

熱中症は、暑熱による直接的な影響の１つで、気候変動との相関が強いと考えられて

います。また、気候変動による気温の上昇は、熱ストレスの生理的な影響により、循環系・

呼吸系に問題を持つ人や高齢者の死亡リスクを高めると考えられています。 

 

 

出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ      出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 

 

（熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）） 

「熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）」は、熱中症の危険性に対する「気づき」を促

すものとして、府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、

翌日・当日の日最高暑さ指数（WBGT）が 33（予測値）に達する場合に環境省から発表

されます。 

岐阜県では 2025（令和７）年度に熱中症警戒情報が 17 回発表されました。 

 

 

 

  

 

  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

0 

5 

10 

15 

20 

1981 ～ 2000 年 2031 ～ 2050 年 2081 ～ 2100 年 

熱中症搬送者数 

ＲＣＰ2.6_ＭＩＲＯＣ 

期間 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1981 ～ 2000 年 2031 ～ 2050 年 2081 ～ 2100 年 

熱ストレス超過死亡者数 

ＲＣＰ8.5_ＭＩＲＯＣ 

期間 

ＲＣＰ2.6_ＭＩＲＯＣ 

ＲＣＰ8.5_ＭＩＲＯＣ 

図３-17 岐阜県 熱中症搬送者数 
 

図３-18 岐阜県 熱ストレス超過死亡者数 
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（感染症） 

ヒトスジシマカの生息域の変化をみると、基準期間(1981(昭和 56)～2000(平成

12)年)の分布率 40％から、今世紀末(2081(令和 63)～2100(令和 82)年)の期間

においてＲＣＰ2.6 ではおよそ 60％、ＲＣＰ8.5 では 90％以上に達すると予測されてい

ます。 

地球温暖化により、これまで非生息可能域であった県北部までヒトスジシマカの生息

域が拡大するため、蚊を媒介とした感染症のリスクを増加させる可能性があります。 
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■非生息可能域  ■生息可能域  

図３-20 岐阜県 ヒトスジシマカ生息域 
出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 
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図３-19 岐阜県 ヒトスジシマカ生息域  
出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 
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④ 陸域生態系  

（ハイマツ（高山帯植生)） 

飛騨の山岳地帯では、亜高山(亜寒

帯)針葉樹林や、高山植生が点在して

います。地球温暖化の進行により、それ

らの植生の衰退が懸念されます。 

また、ハイマツに代表される高山帯植

生の衰退や消失の影響により、これらの

環境に依存するライチョウなどの希少種

に対し県内における種の減少や絶滅が

懸念されます。 

推計によると、ハイマツ潜在生育域の

分布率は、今世紀末(2081(令和 63)

～2100(令和 82)年)には、基準期間

(1981(昭和 56)～2000(平成 12)

年)の５％から０～１％に減少しています。

ＲＣＰ8.5 シナリオの場合、県北東部に

わずかに分布するのみとなります。 
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図３-21 岐阜県 ハイマツ潜在生育域  
出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ  

 

図３-22 岐阜県 ハイマツ潜在生育域 
出典：Ａ－ＰＬＡＴ 気候変動の観測・予測データ 
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（２）気候変動の影響評価  

県内で把握している影響又は「気候変動影響評価報告書(詳細)」で示されている影響のう

ち、当県に大きな影響があると考えられるものを「重大性」、「緊急性」、「確信度」の観点から

表３-１のとおり整理しました。 

 

重大性：①影響の程度(エリア・期間)、②影響が発生する可能性、③影響の不可逆性

(元の状態に回復することの困難さ)、④当該影響に対する持続的な脆弱性・曝

露の規模のそれぞれの要素をもとに、社会、経済、環境の観点で、専門家判断

により、「特に大きい」「『特に大きい』とは言えない」の評価を行っています。例え

ば、人命の損失を伴う、文化的資産に不可逆な影響を与える、といった場合は

「特に大きい」と評価されます。 

緊急性：①影響の発現時期、②適応の着手・重要な意思決定が必要な時期のそれ 

ぞれの観点ごとに、３段階(「緊急性は高い」、「緊急性は中程度」、「緊急性は低

い」)で評価し、緊急性の高い方を採用しています。例えば、既に影響が生じて

いる場合などは「緊急性は高い」と評価され、2030 年頃までに影響が生じる可

能性が高い場合は「緊急性は中程度」と評価されます。 

確信度：①証拠の種類、量、質、整合性、②見解の一致度のそれぞれ視点により、３段階

(「確信度は高い」「確信度は中程度」「確信度は低い」)で評価しています。定量

的な分析の研究・報告事例が不足している場合は、見解一致度が高くても、「確

信度は中程度」以下に評価されることがあります。 
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表３-１ 気候変動影響の分野、項目及び評価 

分野  大項目  小項目  
影響評価  

重大性  緊急性  確信度  

農業・林業・
水産業  

農業  

水稲  ○  ○  ○  
果樹  ○  ○  ○  
土地利用型作物(麦・大豆・飼料作物等)  ○  △  △  
園芸作物(野菜、花き)  ◇  ○  △  
畜産  ○  ○  △  
病害虫・雑草 ○  ○  ○  
農業生産基盤  ○  ○  ○  

林業  

山地災害、 
治山・林道施設 

(土石流・地すべり等) ○  ○  ○ 
(木材生産) ○ ○ △ 
(物質収支) ○ △ △ 

木材生産(人工林等)  ○  ○  △  
特用林産物(きのこ類等)  ○  ○  △  

水産業  内水面漁業  
(増養殖等)  ○  ○  △  
(淡水生態系)  ○  △  □  

水環境・ 
水資源  

水環境  
湖沼・ダム湖  ○  △  △  
河川  ◇  △  □  

水資源  
水供給(地表水)  ○  ○  ○  
水供給(地下水)  ○  △  △  

自然生態系  

陸域生態系  
高山帯・亜高山帯  ○  ○  △  
自然林・二次林  ○  ○  ○  
野生鳥獣の影響  ○  ○  □  

淡水生態系  河川  ○  △  □  
分布・個体群の 
変動  

在来生物  ○  ○  ○  
外来生物  ○  ○  △  

自然災害  
水害  

洪水  ○  ○  ○  
内水  ○  ○  ○  

土砂災害  土石流、地すべり等  ○  ○  ○  
その他  強風等  ○  ○  △  

健康  

暑熱  熱中症、死亡リスク  ○  ○  ○  

感染症 
水系・食品媒介性感染症 ◇ △  △ 
節足動物媒介感染症 ○  ○  △  
その他の感染症 ◇ □ □ 

その他 
大気汚染 ◇  △  △  
脆弱性が高い集団 ○ ○ △ 
その他の健康影響 ◇ △ △ 

産業・ 
経済活動  

産業・経済活動  

製造業  ◇  □  □  
食品製造業 ○ △ △ 
エネルギー需給 ◇ □ △ 
商業 ◇ □ □ 
建設業 ○ ○ □ 
医療 ◇ △ □ 

観光業 
観光業  ◇  △  ○ 
文化・歴史などを感じる暮らし ◇ ○ ○ 

県民生活・ 
都市生活  

インフラ・ライフラ
イン等  

水道、交通等  
○ ○ ○ 

その他  暑熱による生活への影響  ○  ○  ○  
注)凡例は以下のとおりです。 

【重大性】〇：特に大きい、◇：「特に大きい」とは言えない、－：現状では評価できない 

【緊急性】〇：高い、△：中程度、□：低い、－：現状では評価できない 

【確信度】〇：高い、△：中程度、□：低い、－：現状では評価できない 
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第４章 温室効果ガス排出量・エネルギー現状・将来推計 

1 温室効果ガス排出量・エネルギー消費量の現状 

（１）温室効果ガス排出量の推移 

2022(令和４)年度の温室効果ガス排出量（速報値）は 1,525 万 t-CO2 であり、基準年

度である 2013(平成 25)年度比で 19.0％減少しています。 

また、2022(令和４)年度の温室効果ガス排出量の部門別の内訳は、産業部門が 30.1％

と最も高い割合を占めており、次いで、運輸部門が 19.8％、家庭部門が 18.3％、業務部門

が 16.3％、工業プロセス分野が 6.4％、廃棄物分野が 2.0％、その他のガスが 7.0％とな

っています。 

 

表４－１ 県の温室効果ガス排出量の推移（基準年と直近５年）   
 (単位：万ｔ-ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

2013年度比 

2022年度 

増減量 

エネルギー起源 
二酸化炭素(CO2) 

1,612 1,355 1,322 1,270 1,319 1,290 ▲20.0% ▲ 322 

 

産業部門 577 501 478 477 487 460 ▲20.3% ▲ 117 

業務部門 364 265 272 240 274 248 ▲31.9% ▲ 116 

家庭部門 327 267 256 262 261 279 ▲14.7% ▲ 48 

運輸部門 344 322 317 291 297 303 ▲11.9% ▲ 41 

非エネルギー起源 
二酸化炭素(CO2) 

169 143 140 133 134 129 ▲23.7% ▲ 40 

 

工業プロセス
分野 105 110 107 101 102 98 ▲6.7% ▲ 7 

廃棄物分野 63 32 33 32 32 31 ▲50.8% ▲ 32 

その他のガス 101 110 113 115 107 106 5.0% 5 

合計 1,882 1,608 1,576 1,518 1,561 1,525 ▲19.0% ▲ 357 

注)端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図４－１ 温室効果ガス排出量（２０２２年度）の 
部門別内訳 

 産業

30.1%

運輸

19.8%
家庭

18.3%

業務

16.3%

工業プロセス

6.4%

廃棄物2.0%
その他のガス 7.0%



４２ 

 

（２）エネルギー消費量の推移 

2022(令和４)年度のエネルギー消費量は 1６０．4PJ であり、基準年度である 2013(平

成 25)年度比で 1５.4％減少しています。 

また、2022(令和４)年度のエネルギー消費量の部門別の内訳は、産業部門が 3４.２％と

最も高い割合を占めており、次いで、運輸部門が 31.4％、家庭部門が 18.2％、業務部門が

16.3％となっています。 

 

表４－２ 県のエネルギー消費量の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：ＰＪ) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

2013年度比 

2022年度 

増減量 

産業部門 ６２．２ ５７．１ ５６．１ ５８．０ ５６.3 54.8 ▲１１.９% ▲ 7.4 

業務部門 ３５．２ ２７．０ 28.6 26.0 28.2 26.1 ▲26.0% ▲ 9.2 

家庭部門 ３１．8 ２７．７ 28.2 29.0 26.2 29.2 ▲8.2% ▲ 2.6 

運輸部門 ６０．３ ５5.9 54.7 49.5 49.2 50.3 ▲１6.6% ▲ 10.0 

合計 １８９．6 １６７．８ 167.6 162.5 159.9 160.4 ▲15.4% ▲ 29.2 

注)端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２ エネルギー消費量（２０２２年度）の部門別内訳 
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（３）エネルギー起源二酸化炭素排出量の部門別の増減要因 

2022(令和４)年度の温室効果ガス排出量のうち８割以上を占めるエネルギー起源二酸

化炭素排出量について、2013(平成 25)年度以降に見られる増減に対し、部門別に要因分

析を行いました。 

 

① 要因分析の考え方 

二酸化炭素排出量の増減要因は原単位要因とエネルギー消費量要因の２つに大別され、

より細かな要因に分解していくことができます。 

また、再生可能エネルギーの導入状況などの推移の分析結果を踏まえ、二酸化

炭素排出量の削減に効果的な施策の検討につなげました。 

 

＜要因分析のフロー＞ 

 

 

エネルギー起源

84.6%

非エネル

ギー起源

8.5%

その他のガス 7.0%

二酸化炭素排出量変化 

・電源構成 

・使用する燃料種  等 

エネルギー消費量要因 
二酸化炭素排出量 

原単位要因 

・製造業付加価値額 

・床面積 

・世帯あたりのエネルギー消費量 

・ガソリン販売量  等 

図４－３ 温室効果ガス排出量（２０２２年度） 
のエネルギー起源・非エネルギー起源等の内訳 

注)端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 
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② 要因分析の結果 

（産業部門） 

エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移は以下の表に示すとおりで、エ

ネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量は減少傾向にあります。 

表４－３ エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：ｔ－ＣＯ２/ＰＪ) 
 

2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

産業部門のエネルギ

ー消費量あたりの温

室効果ガス排出量 

92,808 87,709 85,255 82,287 86,558 83,880 ▲9.6% 

 

二酸化炭素排出量の燃料種別の推移をみると、５割以上が電力由来です。 

石炭や石炭製品、軽質油製品、重質油製品、石油ガス、天然ガスは減少傾向に対し、都

市ガスが増加していることから、温室効果ガス排出量の少ない燃料へのエネルギー転換

がなされている可能性があります。 

表４－４ 二酸化炭素排出量の燃料種別の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

電力 295 261 249 232 253 232 ▲21.4% 

石炭 40 22 20 30 21 17 ▲57.5% 

石炭製品 13 10 8 9 9 8 ▲38.5% 

軽質油製品 37 32 30 33 33 33 ▲10.8% 

重質油製品 117 93 87 89 88 81 ▲30.8% 

石油ガス 22 19 17 16 17 18 ▲18.2% 

天然ガス 18 13 16 20 19 20 11.1% 

都市ガス 37 49 48 47 48 49 32.4% 
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二酸化炭素排出量の製造業・非製造業別では、2022(令和４)年度における二酸化炭素

排出量は製造業で 427 万 t-CO2、農林水産業や建設業、鉱業などの非製造業で 33 万

t-CO2であり、どちらも 2013(平成 25)年度と比較して減少しました。 

 
表４－５ 二酸化炭素排出量の製造業・非製造業別の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 

製造業の業種別の二酸化炭素排出量は、窯業・土石製品製造業、機械製造業、鉄鋼・非

鉄・金属製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業からの排出が全体の７割を占めていま

す。 

このうち主に窯業・土石製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業からの排出量が減少し

たことが製造業全体での排出量減少につながっています。 

また、窯業・土石製品製造業は重質油製品の消費量の減少、パルプ・紙・紙加工品製造

業は石炭の消費量の減少に伴い排出量が減少していると考えられます。 

 
表４－６ 製造業 二酸化炭素排出量の業種別の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

食品飲料製造業 33 30 27 28 35 27 ▲18.2% 

繊維工業 22 16 14 13 13 14 ▲36.4% 

木製品・家具他工業 8 7 7 5 7 6 ▲25.0% 

パルプ・紙・紙加工品製造業 67 47 44 56 46 42 ▲37.3% 

印刷・同関連業 4 5 4 4 4 5 25.0% 

化学工業(含 石油石炭製品) 20 17 15 14 17 15 ▲25.0% 

プラスチック・ゴム・革製品製造業 50 34 40 38 37 36 ▲28.0% 

窯業・土石製品製造業 148 128 119 115 115 116 ▲21.6% 

鉄鋼・非鉄・金属製品製造業 74 70 70 68 78 70 ▲5.4% 

機械製造業 108 114 106 101 95 95 ▲12.0% 

他製造業 3 2 2 2 2 2 ▲33.3% 

 

 

 

 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

製造業 535 470 449 444 450 427 ▲20.2% 

非製造業 42 31 30 33 37 33 ▲21.4% 
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製造業における付加価値額とエネルギー消費量は、2013(平成 25)年度以降、付加価

値額は増加傾向にありますが、製造業の付加価値額あたりのエネルギー消費量は減少し

ており、生産にかかるエネルギーの効率化が進んでいることが産業部門における排出量減

少の要因と考えられます。 

 
表４－７ 製造業 付加価値額とエネルギー消費量の推移（基準年と直近５年） 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

製造業の付加価値

額(百万円) 
1,717,324 2,106,709 2,025,282 1,960,092 2,220,341 2,203,927 28.3% 

製造業エネルギー

消費量(GJ) 
56,846,743 52,979,290 52,146,530 53,472,186 51,340,271 50,417,467 ▲11.3% 

製造業の付加価値

額あたりのエネルギ

ー消費量(MJ/百万

円) 

33,102 25,148 25,748 27,280 23,123 22,876 ▲30.9% 

  

○事業者へのアンケート調査結果（Ｒ６年度実施） 

・脱炭素の取組は５９％が「必要性を感じて取り組んでいる」、３２％が「必要を感じている 

が取り組んでいない」としています。 

・また、取組の効果は「エネルギーコスト削減の達成」が最も多くなっています。 

 

取組の効果 回答数 

エネルギーコスト削減の達成 １７７ 

脱炭素・脱炭素経営の知識習得 ７１ 

脱炭素・脱炭素経営に取り組む企

業として知名度や認知度向上 

６３ 

社員の脱炭素に関するモチベーシ

ョン向上 

５５ 

取引先からの要請に対応し、売上

や受注機会を維持・拡大 

４７ 

低金利融資などの好条件での資

金調達 

８ 

その他 ８ 

 

 

＜脱炭素の必要性＞ 
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（業務部門） 

エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移は下記の表に示すとおりで、減

少傾向です。 

表４－８ エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：ｔ－ＣＯ２/ＰＪ) 
 

2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

業務部門のエネルギ

ー消費量あたりの温

室効果ガス排出量 

103,391 97,873 94,951 92,469 97,227 95,073 ▲8.0% 

 

業務部門の二酸化炭素排出量の燃料種別では、約７割が電力由来です。 

2013～2022 年度にかけて石炭、天然ガスは約９割減少しており、全国的に消費量が

減少したことが影響していると考えられます。 

なお、石炭製品の２０１３年(平成 25)度比での増加は、全国的に石炭製品の消費量が

2017(平成 29)年度から 2018(平成３０)年度にかけて増加したことが影響していると考

えられます。 

 

表４－９ 二酸化炭素排出量の燃料種別の推移（基準年と直近５年） 

    (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

電力 245 187 196 172 189 176 ▲28.2% 

石炭 33 3 1 2 5 2 ▲93.9% 

石炭製品 2 10 8 9 18 8 300.0% 

軽質油製品 18 17 16 16 17 16 ▲11.1% 

重質油製品 21 13 14 11 11 14 ▲33.3% 

石油ガス 10 7 5 5 5 5 ▲50.0% 

天然ガス 10 1 1 1 4 2 ▲80.0% 

都市ガス 26 26 29 23 26 24 ▲7.7% 
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二酸化炭素排出量の業種別の推移は以下の表に示すとおりです。 

業務部門における業種別の二酸化炭素排出量は、卸売業・小売業(注１)、宿泊・飲食サー

ビス業、医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業(注２)からの排出量が多く、全体の約６割

を占めています。この４業種はいずれも 2022(令和４)年度排出量が 2013(平成 25)年

度と比較し減少しており、なかでも卸売業・小売業は他の３業種よりも大きく減少していま

す。 

これは多くの燃料種の全国値の減少傾向及び岐阜県内における省エネ法対象事業者の

電力の消費量が減少していることが要因と考えられます。 
注１) 卸売業･小売業(例：スーパー、コンビニ、ドラッグストア) 

注２) 生活関連サービス業･娯楽業(例：クリーニング、理美容、フィットネスクラブ) 

 

表４－10 二酸化炭素排出量の業種別の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

電気ガス熱供給水道業 55 21 19 15 33 19 ▲65.5% 

情報通信業 2 15 23 28 6 9 350.0% 

運輸業・郵便業 8 6 6 6 6 9 12.5% 

卸売業・小売業 97 58 53 49 63 51 ▲47.4% 

金融業・保険業 3 3 3 2 2 2 ▲33.3% 

不動産業・物品賃貸業 4 4 3 4 4 5 25.0% 

学術研究・専門・技術サービス業 5 4 6 4 4 3 ▲40.0% 

宿泊・飲食サービス業 49 45 41 32 41 40 ▲18.4% 

生活関連サービス業・娯楽業 40 31 32 25 35 32 ▲20.0% 

教育・学習支援業 22 15 22 13 17 15 ▲31.8% 

医療・福祉 38 37 34 34 35 35 ▲7.9% 

複合サービス事業 2 1 1 1 1 1 ▲50.0% 

他サービス業 26 23 24 24 23 21 ▲19.2% 

公務 7 4 4 3 3 5 ▲28.6% 

業種不明・分類不能 7 0 0 0 0 0 ▲100.0% 
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業務部門の延床面積あたりのエネルギー消費量及び電力排出係数は、下記の表に示す

とおりです。 

2013(平成 25)年度以降、延べ床面積は増加傾向にありますが、延床面積あたりのエ

ネルギー消費量は減少傾向にあり、エネルギー消費量の減少及び電力排出係数の低減が

業務部門における排出量減少の主要因と考えられます。 

 
表４－11 エネルギー消費量と延床面積及び電力排出係数の推移（基準年と直近５年） 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

延床面積(万 m2) 1,727 1,757 1,767 1,776 1,777 1,780 3.1% 

延床面積あたりの 

エ ネ ル ギ ー 消 費 量

(MJ/m2) 

2,040 1,539 1,619 1,463 1,588 1,465 ▲28.2% 

電力排出係数 

(t-CO2/MWh： 

中部電力) 

0.513 0.457 0.431 0.406 0.449 0.433 ▲15.6% 

 

（家庭部門） 

エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移は下記の表に示すとおりで、減

少傾向です。 

表４－12 エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：ｔ－ＣＯ２/ＰＪ) 
 

2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

家庭部門のエネルギ

ー消費量あたりの温

室効果ガス排出量 

102,770 96,508 90,718 90,395 99,702 96,524 ▲6.1% 
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二酸化炭素排出量の燃料種別では、約７割は電力由来です。電力、石油ガスの二酸化炭

素排出量は 2013(平成 25)年度以降減少傾向にあります。 

表４－13 二酸化炭素排出量の燃料種別の推移（基準年と直近５年） 

(単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

電力 229 187 166 184 197 206 ▲10.0% 

軽質油製品 44 35 46 33 28 36 ▲18.2% 

石油ガス 44 35 33 34 24 27 ▲38.6% 

都市ガス 11 11 11 12 12 11 0.0% 

 

世帯数と人口については、世帯数は増加していますが、人口及び平均世帯員数は減少

しており、単独世帯や核家族などの少人数世帯が増えていると考えられます。 

 

表４－14 世帯数と人口の推移（基準年と直近５年） 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

世帯数(世帯) 745,180 767,744 774,484 780,730 782,431 787,813 5.7% 

人口(人) 2,053,286 1,999,406 1,988,931 1,978,742 1,960,461 1,945,350 ▲5.3% 

平均世帯員数 

(人/世帯) 
2.76 2.60 2.57 2.53 2.51 2.47 ▲10.5% 

 

１世帯あたりのエネルギー消費量及び１世帯あたり及び１人あたりの二酸化炭素排出量

は減少傾向にあり、家庭での節電や省エネルギー行動が進んでいること及び電力排出係

数の低減が家庭部門における排出量減少の主要因と考えられます。 

 

表４－15 １世帯あたりのエネルギー消費量の推移（基準年と直近５年） 

(単位：ＭＪ/世帯) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

１世帯あたりのエ

ネルギー消費量 
42,736 36,101 36,368 37,144 33,427 36,737 ▲14.0% 

 

 

 

 



５１ 

 

表４－16 １世帯あたり及び１人あたりの二酸化炭素排出量の推移（基準年と直近５年） 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

１世帯あたりの温室

効果ガス排出量(ｔ-

CO2/世帯) 

4.4 3.5 3.3 3.4 3.3 3.5 ▲20.5% 

１人あたりの温室効

果ガス排出量(ｔ-

CO2/人) 

1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 ▲12.5% 

電力排出係数 

(t-CO2/MWh： 

中部電力) 

0.513 0.457 0.431 0.406 0.449 0.433 ▲15.6% 
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○県民へのアンケート調査結果（県政モニターアンケートＲ６年度実施） 

・環境にやさしい行動を実践するうえで難しいと思う点、行動できない、あるいは行動 

しない理由（６８５名が回答）で、最も多かったのは、「行動による効果が実感できない」で

５３．９％、続いて、「何をどう行動すれば良いか分からない」が４８.3％でした。 

理由 割合 

行動するための時間がない 21.8% 

行動による効果が実感できない 53.9% 

行動するためのお金がない 22.3% 

何をどう行動すればよいか分からない 48.3% 

家族や仲間の協力が得られない 8.6% 

環境問題の現状が分からない 31.1% 

何となく抵抗感がある 2.8% 

必要性を感じない 3.2% 

その他 2.5% 

無回答 1.3% 

 

○こども若者へのアンケート調査結果 

（こども若者県政モニターアンケートＲ７年度実施） 

・「環境にやさしい行動について、どう感じていますか」という質問(385 名が回答)に対し

て、7 割が難しいと思わないと回答しています。 

・一方、難しいと思うと回答した方（９６名）の理由をみると、「何をしたらいいか分からな

い」、「どのくらい効果があったか分かりにくい」が３０．２％で最も多く、県民へのアンケ

ート調査と同様の傾向がみられました。 

理由 割合 

何をしたらいいか分からない 30.2% 

どれくらい効果があったか分かりにく

い（目に見えない） 

30.2% 

自分一人がやっても変わらないと思う 15.6% 

我慢して生活したくない 13.5% 

お金がかかる 6.3% 

情報がたりない 3.1% 

時間がない 0.0% 

その他 1.0% 

 

難しいと思う

29.9%

難しいとは思わない

70.1%
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（運輸部門） 

エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量は下記の表に示すとおりで、概ね横ば

いです。 

表４－17 エネルギー消費量あたりの温室効果ガス排出量の推移（基準年と直近５年） 

 (単位：ｔ－ＣＯ２/ＰＪ) 
 

2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

運輸部門のエネルギ

ー消費量あたりの温

室効果ガス排出量

(t-CO2/PJ) 

56,945 57,571 57,821 58,657 58,267 58,193 2.2% 

 

二酸化炭素排出量の車両別の推移をみると、ガソリン車、軽油車からの排出が９割以上と

なっています。また、軽油車の二酸化炭素排出量は概ね横ばいですが、燃費改善が進むガソ

リン車の二酸化炭素排出量は減少傾向にあります。 

 

 
表４－18 二酸化炭素排出量の車両別の推移（基準年と直近５年） 

(単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

ガソリン車 221 200 194 173 178 182 ▲17.6% 

軽油車 109 109 110 107 108 109 0.0% 

LPG 車(タクシー) 2 1 1 1 1 1 ▲50.0% 

鉄道 12 11 11 10 11 11 ▲8.3% 

 

自動車走行に伴うガソリンは減少傾向にあり、自動車由来の排出量減少の要因のひとつ

と考えられます。 

 

 
表４－19 自動車の燃費消費量の推移（基準年と直近５年）  

(単位：ｋＬ) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

自動車の 

燃料消費量 

ガソリン 951,495 862,879 836,702 744,509 765,216 781,992 ▲17.8% 

軽油 420,004 423,331 426,256 414,301 418,187 423,397 0.8% 
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車種別自動車保有車台数については、旅客車類が約８割を占めており、保有台数は増

加しています。 

表４－20 車種別自動車保有台数の推移（基準年と直近５年） 

  (単位：千台) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

旅客車類 1,267 1,302 1,307 1,307 1,306 1,302 2.8% 

貨物車類 346 329 328 328 328 329 ▲4.9% 

注)旅客車類は乗用車、乗合車、貨物車類は貨物車、特種(殊)車を含みます。 

 

自動車１台あたりのガソリン販売量及び化石燃料消費量は減少傾向であり、自動車以外の

利用促進や自動車の燃費改善による影響と考えられます。 

 
表４－21 ガソリン販売量及び化石燃料消費量の推移（基準年と直近５年） 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

速報値 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

ガソリン販売量

(kL) 
951,495 862,879 836,702 744,509 765,216 781,992 ▲17.8% 

化石燃料消費量

(TJ) 
48,042 45,131 44,345 40,727 41,567 42,339 ▲11.9% 

自動車保有台数

(千台) 
1,662 1,683 1,688 1,687 1,688 1,686 1.４% 

自動車１台あたり

のガソリン販売量

(L/台) 

573 513 496 441 453 464 ▲19.0% 

自動車１台あたり

の化石燃料消費

量(MJ/台) 

28,910 26,817 26,276 24,144 24,622 25,109 ▲13.1% 
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岐阜県のＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶ及び充電設備の補助金(注)交付台数は増加傾向にあります

が、この台数は県内乗用車全体の約 0.1％にとどまっています。  

なお、都道府県別のＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶの補助金交付台数(2009(平成 21)～202３(令

和５)年度)では、岐阜県は合計 13,095 台で全国 10 位です。 

また、人口１万人あたりのＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶ所有台数(202３(令和５)年度)では、岐阜県

は６７.８台で全国１位です。 

注)クリーンエネルギー自動車導入促進補助金、充電設備補助金 

 

 

表４－22 ＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶの補助金交付台数（調査期間の累計） 
(単位：台) 

 2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

202３ 

年度 
累計 

ＥＶ 575 335 600 1,593 1,４３３ ８,１３０ 

ＰＨＶ 282 258 444 659 918 4,857 

ＦＣＶ 2 12 26 2 9 108 

合計 859 605 1,070 2,254 2,３６０ 13,095 

 
表４－23 充電設備の補助金交付台数（調査期間の累計） 

(単位：台) 

 20２０ 

年度 

202１ 

年度 

202２ 

年度 

202３ 

年度 

202４ 

年度 
累計 

急速 ０ ６ １５ ３７ ６０ ２９７ 

普通 0 4 40 105 1,073 1,881 

合計 ０ １０ ５５ 1４２ 1,１３３ ２,１７８ 

 

岐阜県の世帯における自家用車の台数の割合の推移は以下のとおりです。 

また、マイカーの二酸化炭素排出量は約３割となっています。 

 
表４－24 世帯における自家用車台数の割合(マイカー率)の推移（基準年と直近５年） 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

世帯数 

(世帯) 
745,180 767,744 774,484 780,730 782,431 787,813 5.7% 

自家用車 

(台数) 
1,260,140 1,295,731 1,300,667 1,300,232 1,300,413 1,295,992 2.8% 

マイカー率 

(％) 
1.69 1.69 1.68 1.67 1.66 1.65 ▲2.４% 
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表４－25 マイカーにおける二酸化炭素排出量の推移（基準年と直近５年） 

(単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 
2013 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2013年度比 

2022年度 

増減率 

マイカーにお

ける二酸化炭

素排出量 

90.1 86.7 86.5 74.2 76.3 81.2 ▲9.9% 

注)以下の資料より推計 

「自家用乗用車の世帯当たり普及台数」(一般財団法人自動車検査登録情報協会) 

「日本の温室効果ガス排出量データ(1990～2020年度)確報値」(国立研究開発法人国立環境研究所) 
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2 再生可能エネルギーの現状 

（１）再生可能エネルギーの導入量 

岐阜県の再生可能エネルギーの導入量は、２０２４（令和６）年度で１２．１９ＰＪで、２０１３（平

成２５）年度から５１３％、前年度（２０２３（令和５）年度）から２．４％増加しています。 

太陽光発電の割合が高くなっていますが、近年では小水力発電やバイオマス発電も増加

傾向にあります。 

 
表４－26 再生可能エネルギー導入量の推移（基準年と直近５年） 

(単位：ＰＪ) 

 
2013 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

2013年度比 

2024年度 

増減率 

太陽光(10kW 未満) ０．７３ １．２７ １．３８ １．４９ １．６０ １．７０ ２３３．７％ 

太陽光(10ｋW 以上) １．０４ ５．３５ ５．８３ ６．１５ ６．２７ ６．４２ ６１６．６％ 

水力 ０．２６ １．５７ １．８０ ２．１２ ２．６５ ２．７０ １，０２９．２％ 

バイオマス ０．２７ ０．６４ ０．６４ ０．８２ １．２４ １．２４ ４５５．４％ 

風力 ０．０７ ０．０７ ０．０７ ０．０７ ０．０７ ０．０７ １００．０％ 

地熱 ０．００ ０．０１ ０．０１ ０．０６ ０．０６ ０．０６ 皆増 

計 ２．３７ ８．９０ ９．７３ １０．７２ １１．９０ １２．１９ 513.4% 

注１) 2022年度までは自治体排出カルテ、2023年度以降は資源エネルギー庁再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法情報公開ウェブサイト（202５年3月末時点）より作成。  

注２) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

注３) 地熱について、2013年度の導入量は0でしたが、その後に導入されたため「皆増」と記載しています。 

 

 

 

 

 

単位:PJ 
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（２）再生可能エネルギーのポテンシャル 

① 岐阜県の自然的特性 

岐阜県は3,000m級の高い山から海抜０mの平野まで高低差のある地形が広がり、木

曽川、長良川、揖斐川（木曽三川）といった大きな川が流れ、豊かな自然に恵まれています。  

また、こうした特性から、森の割合（森林率）は約 81％で全国２位、技術的・経済的に利

用可能な水力エネルギー量（包蔵水力）は 13,503GWh で全国 1 位であるなど、再生可

能エネルギーのポテンシャルを持っています。 

 

（森林資源） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（包蔵水力） 

 

 

 

 

 

区分 現状 

森林率 
８１％ 

(全国２位) 

森林面積  
861,169ha 

（全国５位) 

区分 現状 

包蔵水力 

13,503GWh 

(全国 1 位) 

うち未開発

4,005GWh 

(全国２位) 

緑色のところがすべて 

森です 

林野庁 都道府県別森林率・人工林率 

（R4.3.31 現在） 

資源エネルギー庁 都道府県別包蔵水力 

（R6.3.31 現在） 
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② 導入ポテンシャルと活用状況 

県全体の再生可能エネルギーの導入容量を本県の再生可能エネルギーのポテンシャル

で除した再エネ導入率は以下の表のとおりです。 

県全体での再生可能エネルギーの導入率は、中小水力発電が最も導入が進んでおり、

19.3％、次いで太陽光発電が 10.7％となっています。 

しかしながら、他の都道府県との比較では、太陽光発電、地熱発電がそれぞれ導入率の

都道府県順位が３位、５位と導入が進んでいる一方で、中小水力発電の導入、導入率では

２２位となっています。 

 
表４－27 岐阜県全体の再エネポテンシャル、導入容量（2024年３月末現在）、導入率 

エネルギー 

種別 

ポテンシャル 導入容量 導入率 

ポテンシャル 

[MW] 

都道府県 

順位 

導入容量 

[MW] 

都道府県 

順位 
導入率 

都道府県 

順位 

太陽光発電 15,776 35 / 47 1,688 19 / 47 10.7% 3 / 47 

風力発電 5,235 14 / 47 9 33 / 40 0.2% 35 / 40 

中小水力発電 725 3 / 47 140 4 / 47 19.3% 22 / 47 

地熱発電 114 18 / 34 2 7 / 14 2.1% 5 / 15 

合計（バイオマ

ス除く） 
21,850 31 / 47 1,839 20 / 47 8.4% 10 / 47 

環境省ＲＥＰＯＳ及び資源エネルギー庁再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法情報公開ウェブサイトを基に

作成 

注１) 風力発電と地熱発電は、ポテンシャルや導入のある都道府県内での順位を示している 

注２) 中小水力は 30,000kw 未満として作成 

○市町村のエネルギーに関する動向（Ｒ６アンケート調査） 

・エネルギー施策に関する課題として、「予算が十分にない」に加え、「知識やノウハウが無

い」も上位に挙げられています。 

・また、エネルギーの地産地消に関する取組は、取組済・取組予定が２４％、今後取り組んで

みたいとしているのが２４％となっています。 

エネルギー施策の課題 回答数 

予算が十分ない ３９ 

知識やノウハウがない ２７ 

取組を実施する時間がない ２３ 

関係部署との調整が困難 １８ 

その他 ３ 

課題はない １ 

無回答 １ 

 

（エネルギーの地産地消に関する取組） 
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3 これまでの本県の主な対策と温暖化やエネルギーを取り巻く状況等 

（１）これまでの主な対策と進捗 

本県では、これまで本計画や岐阜県エネルギービジョンに基づき、省エネ行動等の普及

啓発、事業者に対する省エネ診断などの省エネルギー対策、屋根などの自己所有地におけ

る太陽光発電等の導入支援などの再生可能エネルギーの創出、さらには、計画的な森林

整備対策、岐阜県独自の森林クレジット制度である「G－クレジット」の創設などによる吸収

源対策など、各種の取組を進めてきました。 

こうした取組や国、県民、県内事業者の方々などの取組と相まって、計画やビジョンに掲

げた目標値に向け、現時点で概ね順調に推移しています。 

 

表４－28 県温暖化防止・気候変動適応計画の進捗状況    (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

排出区分 
2013 年度 

排出量 

2022 年度排出量 

（2013 年度比） 

（参考）2030年度 

中期目標達成のための

2022年度排出量目安

（２０１３年度比） 

 
中期目標におけ

る 排 出 量 目 安

（2013年度比） 

エネルギー起源

CO2 
1,612 

1,290 

（▲20.0%） 

1,252 

（▲22.3%） 
 931 

（▲42.2%） 

非エネルギー起源

CO2（工業プロセス

及び廃棄物） 

１６９ 
１２９ 

（▲2３.7%） 

１４２ 

（▲16.0%） 
 120 

（▲２8.6%） 

その他ガス １０１ 
１０６ 

（５.０%） 

８０ 

（▲20.8%） 
 

６１ 

（▲39.6%） 

排出計（A） 1,882 
1,525 

（▲19.0%） 

1,474 

（▲21.7%） 
 1,112 

（▲40.9%） 

森林吸収量（B） - 172 -  132 

合計（AーB） - 
1,353 

（▲28.1%） 

1,405 

（▲25.4%） 
 980 

（▲47.9%） 

注)端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

 

表４－29 県エネルギービジョンの進捗状況           (単位：ＰＪ) 

区分 ２０１３年度（基準年度） 現状値 ２０２５年度（中期目標値） 

再生可能エネルギー創出量 ２．３７ 
１２．１ 

（２０２４年度） 
１３．８８ 

最終エネルギー消費量 １８９．6 
１６０．4 

（2022 年度） 
１４３．０ 

再エネ電力比率（再エネ発電÷最
終エネルギー電力消費 

４．３％ 
２０．5％ 

（2022 年度） 
３１．５％以上 

注)2013 年度の最終エネルギー消費量は、「都道府県別エネルギー消費統計（資源エネルギー庁）」が 2024 年 12 月 27 日に遡及改 

訂されたため、「岐阜県エネルギービジョン（2022 年 3 月策定）」の値（189.3PJ）とは異なります。 
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（２）温暖化やエネルギーを取り巻く主な状況 

温暖化の状況については、2024(令和６)年の日本の平均気温の基準値（1991～

2020 年の 30 年平均値）からの偏差は+1.48℃で、1898 年の統計開始以降、最も高い

値となっており、地球温暖化が進行していると見込まれます。 

エネルギーの取り巻く状況については、引き続きエネルギー価格の高騰が続いているほ

か、今後更に電化率の向上などによる電力需要の増加が見込まれています。  

さらに、大規模化・激甚化する自然災害、国際紛争に端を発するエネルギーの安定供給

に対する懸念も高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○バイオコークスへの期待 

・バイオコークスは、木くずや牛ふん堆肥などの有機物を活用して製造することができる

固形燃料であり、さらに二酸化炭素の排出量が実質ゼロという性質を持っています。 

このため、例えば、本県の森林や畜産由来の堆肥を活用できる可能性があります。 

・こうした特性を持つバイオコークスを普及・拡大することによって、本県のみならず日本全

体の脱炭素化、さらにはエネルギーの供給の強靱化への貢献が期待できます。 

・このため、本県で、この技術の本格導入と普及に向け、２０２５年８月に「岐阜県バイオコ

ークス普及推進研究会」を設置し、調査研究を進め、成果について、全国へ発信していく

とともに、国に対し、普及推進に必要な施策などを提案していきます。 

 

 

バイオコークス 第１回バイオコークス普及推進研究会の様子 
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4 岐阜県の温室効果ガス排出量の将来推計等 

国の第７次エネルギー基本計画と合わせて公表された「2040 年度におけるエネルギー需給

の見通し（関連資料）」における２０４０年度の国のエネルギー消費等を踏まえて、2035 年度、２

０４０年度の温室効果ガス排出量を推計しました。 

なお、国は、①再エネ拡大、②水素・新燃料活用、③CCS活用、④革新技術拡大、⑤技術進展の５

つのシナリオを示しており、⑤のシナリオは、国の温室効果ガス排出目標（２０１３年度比で、2035年

度：60％削減、2040年度：73％削減）が達成できないシナリオです。 

このため、①～④のシナリオ毎に、本県の温室効果ガス排出量等を推計しています。 

表４－30 岐阜県の温室効果ガス排出量の将来推計     (単位：万ｔ－ＣＯ２) 

区分 
2013 

年度 

シナリオ① シナリオ② シナリオ③ シナリオ④ 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

二

酸

化

炭

素

起

源 

産業

部門 
577 ２８９ 195 ２８６ 193 ２７７ 171 ３０２ 222 

業務

部門 
364 ８６ 58 ８４ 54 ８０ 42 ９６ 77 

家庭

部門 
327 １１７ 80 １０４ 56 ９９ 48 １１６ 79 

運輸

部門 
344 １７４ 110 １９4 158 １９３ 156 １７４ 110 

工業プロ

セス分野 
105 ８７ 79 ８７ 79 ８７ 79 ８７ 79 

廃棄物

分野 
63 ２４ 22 ２４ 22 ２４ 22 ２４ 22 

その他のガス 101 ５１ 40 ５１ ４０ ５１ ４０ ５１ 40 

排出計（Ａ） 1,882 ８２7 ５８５ ８３０ ６０2 ８１1 ５５９ ８５０ ６30 
          

森林吸収量（Ｂ） - 1６１ 1９０ 1６１ 1９０ 1６１ 1９０ 1６１ 1９０ 
          

合計（Ａ－Ｂ） 1,882 ６６6 395 ６６９ 412 ６50 ３６９ ６８９ 440 

削減率 

（2013年度比） 
- ▲６４.6％ ▲79.0％ ▲６４.５％ ▲78.1％ ▲６５.５％ ▲8０.４％ ▲６３.４％ ▲76.6％ 

注）端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

 

（参考：表４－31 本県の最終エネルギー消費量の将来推計＜各部門別＞）       (単位：ＰＪ) 

区分 
2013 

年度 

シナリオ① シナリオ② シナリオ③ シナリオ④ 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

２０３５年

度 

２０４０年

度 

産業部門 ６２．２ ５４．７ 52.9 ５４．７ 52.9 54.7 52.9 ５7．0 57.6 

業務部門 ３５．２ １７．６ 20.6 １７．６ 20.6 17.6 20.6 １９．３ 24.1 

家庭部門 ３１．8 ２３．１ 23.5 ２１．３ 19.9 21.3 19.9 ２３．１ 23.5 

運輸部門 ６０．３ ２９．1 21.6 ３１．７ 26.9 31.7 26.9 29.1 21.6 

合   計 １８９．6 １２４．5 １18．7 １２５．３ 120.4 １２5.3 120.4 １２８．5 126.7 

注）端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 
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第５章 ２０５０年の目指すべき姿 

1 長期目標（２０５０年の目指すべき姿） 

岐阜県は、温室効果ガス排出削減対策（緩和策）と、既に起こりつつある気候変動への適

応（適応策）を車の両輪とした対策を進めることで、以下の「脱炭素社会ぎふ」の実現を目指

します。 

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの創出・活用の促進、森林等の吸収源対策など

の緩和策を進めることで、２０５０(令和 32)年までに温室効果ガスの排出量と吸収量との間

の均衡を達成し、さらに、本県の豊かな森林資源を生かして我が国全体の脱炭素化に貢献

することを目指します。 

また、再生可能エネルギーの創出・活用による地域におけるエネルギー供給の強靱化、地

域振興を図ることで、省エネルギーの達成効果と合わせて、県内で創出した再生可能エネル

ギーで県内のエネルギー消費が実質 100％まかなえる持続可能で強靭な社会の実現を目

指します。 

既に起こりつつある生活、社会、経済、自然環境等への影響を踏まえた適応策を進めること

で、気候変動に適応した持続可能な社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０５０年の目指すべき姿 

「脱炭素社会ぎふ」の実現 

■「脱炭素社会ぎふ」の実現とは 

（緩和策） 

・温室効果ガス排出量が実質ゼロとなる社会を実現 

さらに、本県の森林資源等を生かし、国全体の脱炭素化への貢献 

・県内で創出した再生可能エネルギーで県内のエネルギー消費が 

 実質100％まかなえる持続可能で強靱な社会を実現 

（適応策） 

・気候変動の影響に適応した持続可能な社会を実現 
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2 緩和策の目指すべき姿（中期目標等） 

（１）中期目標 

① 温室効果ガス排出削減目標 

県において 2030(令和 12)年度における県の温室効果ガス排出量を推計（注１）したところ、

県民、事業者、行政が最大限取り組むとともに、国の対策が進んだ場合、森林吸収量 132 万

t-CO2を含めると、980万t-CO2と推計され、2013(平成25)年度から48％の削減が見込

まれました。 

この結果を踏まえ、県として、2050(令和 32)年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ

にする『「脱炭素社会ぎふ」の実現』に取り組むことを通じ、国の目標達成や世界規模の課題

である気候変動問題の解決に貢献するとの観点から、2030 年度までに温室効果ガス排出

量を 2013 年度比で 48％削減し、さらに 50％の高みに向け、挑戦を続けていくことを中

期目標とします。 

また、国の地球温暖化対策計画の改定（２０２５（令和７）年２月閣議決定）を踏まえ、２０３５

(令和１７)年度、２０４０（令和２２）年度において、温室効果ガス排出量を２０１３年度からそれ

ぞれ６２％、７６％削減することを目指します(注２) 

注１) ２０２２年度に推計 

注２) この目標は、国の地球温暖化対策計画と同様、２０５０年の温室効果ガス排出量が実質ゼロ向けた直線的な経路を示 

すもの 

 

② 最終エネルギー消費量に対する再生可能エネルギー創出量の目標 

県において、２０３０（令和１２）年度の最終エネルギー消費量を上記①と同様に推計したとこ

ろ１３０．２ＰＪ（注１）と推計されました。また、再生可能エネルギーの創出量を本県のポテンシャル

が一定程度活用された場合で推計したところ４６．６ＰＪ（注２）と推計されました。 

この結果、２０３０年度のエネルギー消費量に対する再生可能エネルギーの創出量の割合

は３６％となりましたので、これを踏まえて、２０３０年度の中期目標とします。 
注１) ２０２１年度に推計 

注２) 大手電力会社等による水力発電を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

（温室効果ガス排出削減目標） 

・2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比で４８％削減 

さらに、５０％の高みに向け、挑戦を続けていく 

・2035年度、2040年度における温室効果ガス排出量を2013年度比でそれ

ぞれ６２％、７６％削減 

（最終エネルギー消費量に対する再生可能エネルギー創出量の目標） 

・2030年度における県内の最終エネルギー消費量に対する県内の   

再生可能エネルギー創出量の割合を３６％ 
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図５－１ 温室効果ガス排出量の 2050 年度までの目標 

(単位：万ｔ－ＣＯ２) 

 

 

 

 

 

 

 

表５－１ 最終エネルギー消費量に対する再生可能エネルギー創出量の割合 

区 分 
現状値 

（２０２２年度） 

中期目標 

（２０３０年度） 
２０５０年度目標 

再エネ創出量／ 

最終エネルギー消費量 
24.4％ 36.0％ １００％ 

注）再生可能エネルギー創出量は、本県全体の再生可能エネルギー創出量とするため、環境省「自治体排出量カルテ」で把握で 

きる量に加え、同カルテに含まれてない県で把握した再生可能エネルギーの創出量（大手電力事業者等の水力発電による創 

出量等も含む）も見込んでいます。 

 

 

吸収量

吸収量

2013年度 2022年度速報値

（現状）

2030年度

（目標年度）

203５年度

（目標年度）

20４0年度

（目標年度）

20５0年度

（目標年度）

さらに、本県の森林資源等を生かし、 

国全体の脱炭素化への貢献を目指す 

1,882 

1,５２５ 

吸収含む 

９８０ 

６２ 

％ 

削 

減 

 

７６ 

％ 

削 

減 

 

 

 

 

排 

出 

量 

実 

質 

ゼ 

ロ 

 

 

1,112 
吸収含む

1,353 

 

４８ 

％ 

削 

減 
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＜2030年度の中期目標達成のための目安＞ 

○各部門の温室効果ガスの排出削減目安            （単位：万ｔ-ＣＯ２） 

温室効果ガス 

2013年度 

(基準年度) 

排出量 

2030年度 

削減 

見込量 

2030年度 

排出量 

2013年度比 

増減率 

二
酸
化
炭
素 

産業部門 577 155 422 ▲27％ 

業務部門 364 265 99 ▲73％ 

家庭部門 32７ 1７３ 154 ▲52％ 

運輸部門 344 88 256 ▲26％ 

工業プロセス 

分野 
105 11 94 ▲11％ 

廃棄物分野 63 37 26 ▲59％ 

その他のガス 101 40 61 ▲40％ 

排出計(A) 1,8８２ 7７０ 1,112 ▲41％ 
 

森林吸収量(B) - - 132 - 
 

合計(A-B) 1,8８２ - 980 ▲48％ 
注１) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

注２) 2013年度(基準年度)は吸収量を含みません。 

○最終エネルギー消費量に対する再生可能エネルギー創出量の割合  （単位：ＰＪ） 

区 分 
2022年度 

（現状値） 

2030年度 

（目標達成のための目安） 

産業部門のエネルギー消費量 ５４．８ ５６．４ 

業務部門のエネルギー消費量 ２６．１ １４．５ 

家庭部門のエネルギー消費量 ２9.2 ２２．８ 

運輸部門のエネルギー消費量 ５０．3 ３６．６ 

最終エネルギー消費量計(A) １６０．4 1３０.2 
 

再生可能エネルギー創出量（Ｂ） 10.９ 18.4 

大手電力会社等の水力発電量（Ｃ） 28.2 28.2 

再生可能エネルギー創出量計 

(Ｄ)＝（B）＋(Ｃ) 
39.1 46.6 

 

割合(（Ｄ）／(Ａ)) 24.4％ 35.8％ 
注１) 端数処理のため、合計と表示が合わない場合があります。 

注２) （Ｂ）は、環境省「自治体排出量カルテ」に同カルテに含まれてない県で把握した再生可能エネルギーの創出量を加えて算

定しました。 

注３) （Ｃ）は、自治体排出量カルテに含まれない大手電力事業者等による水力発電による創出量が、2030年度まで変わらない

と仮定し算定しています。 
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（２）２０３０年度進捗管理目標 

対策の種類・内容によっては実施から効果の発現・確認までに長期間を要するものが考え

られ、温室効果ガス排出削減量とは別に定量的な進捗管理目標を設けることで県の取組状

況を明確なものとし、部門ごとに定期的な評価・改善に活用するため、以下に示す目標により

進捗管理を行います。 

＜2030年度進捗管理目標＞ 

部門 進捗管理目標 単位 
基準年度 

(2013年度) 

現状 

(2022年度) 

2030年度 

目標 

産業 

製造業の付加価値額注１) 

あたりのエネルギー消費量 
MJ/百万円 33,102 22,876 25,326 

産業部門のエネルギー消費量あた

りの温室効果ガス排出量  
t-CO2/PJ 92,808 83,880 69,833 

業務 

床面積あたりのエネルギー 

消費量  
MJ/m2 2,040 1,465 800 

業務部門のエネルギー消費量あた

りの温室効果ガス排出量 
t-CO2/PJ 103,391 95,073 67,348 

家庭 

家庭1世帯あたりのエネルギー

消費量 
MJ/世帯 42,７３６ 36,737 29,153 

家庭部門のエネルギー消費量あた

りの温室効果ガス排出量  
t-CO2/PJ 102,７７０ 96,524 66,555 

運輸 

自動車1台あたりのガソリン 

販売量 
L/台 573 494 400 

自動車1台あたり化石燃料 

消費量 
MJ/台 28,910 25,109 22,100 

運輸部門のエネルギー消費量

あたりの温室効果ガス排出量  
t-CO2/PJ 56,945 58,193 56,620 

その

他 

再生可能エネルギーの創出量注２) PJ - 

１０．９ 
(2022年度) 

12.3 
(2024年度) 

１８.４ 

エネルギーの地産地消の仕組み

を構築した市町村数（累計） 
市町村数 - 

３ 
(202４年度) 

8 

産業廃棄物排出量  万 t 
364.7 

(20０８年度) 

３５７．１ 
(202３年度) 

3５7.１ 

1人1日あたりの生活系ごみ 

排出量 
g/人/日 

679 
(20１８年度) 

６２２ 
(202３年度) 

595 

森林 

吸収量 
間伐実施面積  ｈa 8,835 6,153 9,800 

注１) 付加価値額とは事業所の生産活動において新たに付け加えられた価値のことです。工業統計調査により付加価値額の算

式が示されています。  

注２) 管理目標の再生可能エネルギーの創出量は、環境省自治体排出量カルテに含まれない大手電力事業者等による水力発電

を除いています（大手電力事業者等による水力発電を除く県で把握した再エネ創出量は含む）。 

注３) 関連計画に2030年度の目標値がない目標値の設定方法は、2013年度及び2019年度実績を用いた増減傾向等より算

定しています。  
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3 適応策の目指すべき姿 

国は 2021(令和３)年 10 月に「気候変動適応計画」を改定し、「気候変動影響による被害

の防止・軽減、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強

靱化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指す」ことを目標に掲げました。 

県として、こうした国の目標達成に地域から貢献していくという観点と 2050(令和 32)年

「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けて、適応策が着実に進展し、気候変動の影響が最小化され

ていることを目指します。 
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第６章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策（緩和策） 

1 県における対策の基本的な考え方 

（これまでの取組） 

2050 年の「脱炭素社会ぎふ」を実現に向けては、これまで省エネルギー対策や再生可能

エネルギーの創出・活用の促進による緩和策、森林による吸収源対策などを進めてきました。 

この結果、2022年度時点の温室効果ガスの排出量は、2013年度比で28.1％減少、202

４年度時点の再生可能エネルギー創出量（ＦＩＴ・ＦＩＰ制度に基づき導入された設備容量）は、２０１３年度比で、

５１３％（約５倍）増加するなど、一定の効果を上げています。 

（現状・課題の認識） 

一方、エネルギー価格が高止まっている現状や今後も電化の進展等に伴う電力需要の増

加が見込まれることを踏まえると、エネルギー利用の効率化につながる生活や社会システム

への変革も含め、更なる省エネルギー対策が必要です。 

また、自然災害の激甚化や国際情勢の不安定化によりエネルギーの安定供給への懸念が

高まっていること、本県の豊かな自然環境は再生可能エネルギー創出に向けたポテンシャル

を有していることを踏まえると、温暖化対策の観点に加え、エネルギー供給の強靱化、更には

地域振興の観点からも、地域における再生可能エネルギーの創出拡大と活用を促進してい

くことが重要です。 

（今後の省エネルギー等に向けた対策） 

このため、今後の省エネルギー等に向けた対策では、「各主体による省エネルギー対策の

徹底とエネルギー利用の効率化につながる生活や社会システムへの変革」を部門横断的な

重点テーマとして取組を進めます。 

合わせて、産業・業務部門における「脱炭素に資する技術開発や社会実装、投資等の促進」、

家庭部門における「継続的な意識啓発と環境教育等の推進」、運輸部門における「公共交通

の利用や電動車の導入促進」など、部門毎の対策についても、手を緩めることなく取組を進

めていきます。 

（再生可能エネルギーの創出・活用） 

また、再生可能エネルギーの創出・活用に向けた対策では、「地域資源を活用した再生可

能エネルギーの創出拡大と地域におけるエネルギー自給の向上」を重点テーマとして、地域

における再生可能エネルギーの創出拡大と活用を進めていきます。 

（吸収源対策） 

最後に、「温室効果ガス吸収源」に向けた対策についても、本県の森林資源を有効に活用

した取組を進めていきます。 
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＜温室効果ガス排出抑制・エネルギーに関する現状・課題の認識と対応の方向性＞ 

○省エネルギー等 

・部門横断的・重点テーマ 

現状・課題等  対策の方向性 

・エネルギー価格の高止まり 

・今後の電化の進展等に伴う電力需要の

増加 

 ・家庭や事業者など各主体の省エネ対

策の徹底に加え、エネルギー利用の効

率化につながる生活や社会システム

への変革も含めた対策の推進 

・部門毎の対策（上記を除く） 

現状・課題等  対策の方向性 

（産業・業務その他部門） 

・脱炭素に向けた技術革新や温室効果ガス

排出の少ないエネルギ－への転換、脱炭

素経営等への投資促進などが必要 

 
・脱炭素に資する技術開発や温室効果

ガス排出の少ないエネルギーの社会

実装、投資等の促進 

（家庭部門） 

・地球温暖化を自らの問題と捉え、ライフ

スタイルなどの見直しにつなげるために

は継続した意識啓発等が必要 

 
・分かりやすく実践しやすい啓発の継

続、持続的な取組とするための環境教

育等の推進 

（運輸部門） 

・運輸部門の二酸化炭素排出量はガソリン

車・軽油車由来が９６％を占める 

 
・公共交通の利用や電動車の導入の 

促進 

○再生可能エネルギー・重点テーマ 

現状・課題等  対策の方向性 

・自然災害の激甚化、国際情勢の不安定化に

よるエネルギーの安定供給への懸念 

・本県の豊かな自然環境による再エネ創出

に向けたポテンシャル 

 ・エネルギー供給の強靱化、更には地域

振興の観点からも、地域資源を活用し

た再生可能エネルギーの創出拡大と地

域におけるエネルギー自給の向上 

○吸収源対策 

現状・課題等  対策の方向性 

・本県は全国有数の森林面積を有する（面

積は全国５位、森林率は全国2位） 

 ・本県の森林ポテンシャルを生かす健全

で豊かな森林づくりなどの促進 
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2 県における対策の方向性と主な取組 

県における対策の基本的な考え方を踏まえ、以下の方向性のもと、取組を進めます。 

なお、主な取組の内容は、取り巻く状況や取組の進捗状況などを踏まえ、適宜見直しを図

ります。 

（１）省エネルギー等に向けた対策 

 

 

○各主体による省エネルギー対策の徹底とエネルギー利用の効率化につながる

生活や社会システムへの変革［部門横断的・重点テーマ］ 

（対策の方向性） 

・家庭や事業者など各主体による省エネルギー対策の徹底に向けた取組を推

進します。 

・地域でのエネルギーの共同利用など、エネルギー利用の効率化につながる生活

や社会システムへの変革を促進します。 

（各主体による省エネルギー対策の徹底に向けた主な取組） 

・家庭における省エネ・低炭素型製品への買換えや省エネ行動の実践など、ライフスタイルの転

換等を促進します。 

・高断熱・高気密住宅と次世代エネルギーインフラを組み合わせた ZEH(ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス)の普及促進策を推進します。 

・事業者の省エネルギー対策を促進するため、「岐阜県地球温暖化防止活動推進センター」や

金融機関等と連携し、対策の実施に向けた働きかけや支援を行います。 

・「温室効果ガス排出削減計画等評価制度」を効果的に運用し、事業者の計画的な温室効果

ガス排出削減を促進するとともに、優れた事業者を顕彰します。 

（エネルギー利用の効率化につながる生活や社会システムへの変革に向けた主な取組） 

・エネルギー利用の効率化につながるクーリング・ウォーミングシェアスポットの普及及び利用

の促進を図るほか、エネルギーの共同利用等の促進に向けた調査研究を進めます。 

・まちづくりの手段の一つとして、輸送力が高く、二酸化炭素排出量が少ないＬＲＴなどの新たな

交通システムの導入に向けた検討を進めます。 

・医療・福祉施設、商業施設や住居等の集約・誘導と公共交通ネットワークとの連携により、エ

ネルギーの効率的利用や二酸化炭素排出量の削減に資する市町村の立地適正化計画の策

定を促進します。 

・モーダルシフト利用の啓発を行うなど、物流における鉄道利用の促進を図ります。 

・廃棄物焼却時の熱回収、発電等によるエネルギー効率を高めることにより二酸化炭素排出量

の削減を図るため、市町村等に対し国制度を活用したエネルギー回収型廃棄物処理施設の

設置を働きかけます。 
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○産業・業務部門における対策 ～脱炭素に資する技術開発や社会実装、投資等の促進～ 

（対策の方向性） 

・産学金官の連携や県域を越えた自治体・経済団体等との連携などにより、

脱炭素に資する技術の開発や社会実装を促進するほか、脱炭素経営等への

投資につながる取組等を促進します。 

（主な取組） 

・産学金官が連携した省エネルギーや再生可能エネルギー等に関する調査研究、技術開発を

支援します。  

・製造業におけるリサイクルや省エネに関する研究開発を推進するとともに、高度な試験研究

設備を試験研究機関へ設置することで県内事業者の研究開発を支援します。  

・モノづくりコーディネーターを充実させ、生産性向上や脱炭素等に関する技術相談及び事業

支援の強化を図ります。  

・事業所において、製造工程で出る端材等を原料として再利用する技術確立に向けた支援

を行います。 

・水素・アンモニアの社会実装に向け、中部圏の自治体や経済団体等と連携し、普及啓発、需要

の創出、利活用の促進等に向けた取組を推進します。  

・ペロブスカイト太陽電池などの新たなエネルギー技術等の動向に注視し、必要に応じて活用

促進等に向けた取組を進めます。  

・「ぎふ SDGs 推進パートナー登録制度」等を運用しつつ、地方創生SDGs に取り組む事業者

を金融機関とともに支援します。 

・非住宅建築物の木材利用に関する課題等を解決し、木造化・木質化を推進します。 

・再生可能エネルギーを利用して発電された電力の購入を促進します。 

・事業者の省エネルギー対策を促進するため、「岐阜県地球温暖化防止活動推進センター」や

金融機関等と連携し、対策の実施に向けた働きかけや支援を行います。[再掲] 

・食品廃棄物の削減に向け、飲食店や小売店等と連携した「ぎふ食べきり運動」などを展開するほ

か、プラスチックごみ等のリサイクルを促進するなど、廃棄物抑制対策を促進します。 

 

 ○家庭部門における対策 ～継続的な意識啓発と環境教育等の推進～ 

（対策の方向性） 

・気候変動問題を自らの問題として捉えてもらい、ライフスタイルの見直し

などにつなげるため、分かりやすく、実践しやすい啓発を継続して行うと

ともに、将来にわたる持続的な取組とするためにも環境教育等を推進しま

す。 

（主な取組） 

・学校や地域など身近なところから温暖化対策に取り組めるよう、アドバイスや活動
の支援を行う地球温暖化防止活動推進員を養成し、地域や学校に派遣します。 
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・温暖化対策をはじめとする環境に関する情報や学習プログラム等を提供するポー
タルサイトや小学生向けの環境教育副読本などにより家庭や学校などにおける環
境教育を支援します。 

・食品ロス削減に向けた普及啓発キャンペーンや学生向けのプラスチックに関する

認識を高める特別授業等により、家庭における廃棄物の排出抑制を促進します。 

・家庭における省エネ・低炭素型製品への買換えや省エネ行動の実践など、ライフ
スタイルの転換等を促進します。[再掲] 

 

 

 

 

 

 

  

○省エネ行動によるＣＯ２排出削減量の見える化サイトのご紹介 

・ 本県では、県内の家庭を対象に、毎日の生活の中で取り組める省エネ行動をチェックす

ることで、CO2排出削減量を見える化するサイト（ぎふエコアクション）を開設していま

す。 

・ 毎日の生活の中で取り組める２０項目のエコアクション（省エネ行動）（注)をチェックす

ることで、1 日の CO2排出削減量が一目で分かるサイトです。 

・ 家族で 1 日の省エネ行動を振り返りながら、エコポイントをためることができます。  

ぜひご登録いただき、未来のために、できるところから省エネに取り組みませんか。 

・ 利用にあたっては、ユーザー登録が必要になります。 

注)必要のない灯りはこまめに消す、冷房・暖房は必要な時だけ使う、使わない電気ポットのプラグを抜く、蛇口をこまめに

しめる、車を発進する時はおだやかにアクセルを踏む、など 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：省エネ行動による CO2排出削減量を見える化するサイト「ぎふエコアクション」 

（https://gifu-ecoaction.pref.gifu.lg.jp/） 

取組の紹介 

↑詳しくはこちら 

https://gifu-ecoaction.pref.gifu.lg.jp/
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○運輸部門における対策 ～公共交通の利用や電動車の導入促進～ 

（対策の方向性） 

・二酸化炭素の排出量の少ない、公共交通の利用や電動車の導入を促進しま

す。 

（主な取組） 

・自動運転などの新技術の活用をはじめ、移動手段の確保や利便性を高める市町村や交通事

業者等の取組を後押しし、公共交通の利用促進を図ります。  

・電動車(電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV))

の導入促進に向け、電動車が走行時に二酸化炭素を排出しない環境に優しい自動車である

ことなどの普及啓発を行います。  

・まちづくりの手段の一つとして、輸送力が高く、二酸化炭素排出量が少ないＬＲＴなどの新たな

交通システムの導入に向けた検討を進めます。[再掲] 

・モーダルシフト利用の啓発を行うなど、物流における鉄道利用の促進を図ります。[再掲] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○電動車について 

・ バッテリーに蓄えた電気や水素を使って発電した電気で走る電動車は、走行時に二酸化炭素 

を排出しない環境にやさしい自動車です。 

・ 電動車には、動力源の１００％が電気である「電気自動車（EV）」のほかにも、ガソリンと電気の

両方を使う「プラグインハイブリッド自動車（PHV）」、水素を使って電気を作る「燃料電池自動車

（FCV）」などがあります。 

・ 電動車は、環境にやさしいだけでなく、多くの電動車は 

災害時の移動式非常用電源として避難所などでの活用 

も期待できます。実際に令和６年能登半島地震による 

停電の際にも活用がされています。 

・ なお、これらの電動車には、それぞれに長所と短所があり、それを踏まえた活用が重要

です。 

区分 ＥＶ ＰＨＶ ＦＣＶ 

長所 走行時にCO2排出されな

い 

電動モード時はCO2が排出さ

れない 

電欠してもエンジンで走行可能 

走行時にCO2が排出されない 

航続距離が長い 

充てん時間が短い 

短所 （購入）コストが高い 

航続距離が短い 

充電時間が短い等 

エンジンモード時はCO2が排

出される 

コストがまだ高い 

ＥＶ以上に（購入）コストが高い

等 

＜資源エネルギー庁ホームページ「自動車の“脱炭素化”のいま」より作成＞  

注１) (購入)コストに対しては、国による購入補助制度があります（２０２５年１２月現在） 

注２) ＥＶの航続距離は伸びつつあります。 

 

【防災イベントで電源として活用されている電動車】 
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（２）再生可能エネルギーの創出・活用に向けた対策 

 

 

 

○地域資源を活用した再生可能エネルギーの創出拡大と地域におけるエネルギ

ー自給の向上［重点テーマ］ 

（対策の方向性） 

・包蔵水力や森林資源など、地域資源を生かした再生可能エネルギーの創出

拡大に向けた取組を促進します。 

・合わせて、こうした地域資源を生かしたエネルギーで生活に必要なエネル

ギーがまかなえる地域の拡大に取り組みます。 

（地域資源を活用した再生可能エネルギーの創出拡大に向けた主な取組） 

・自家消費型の太陽光発電設備等の導入や再エネ電力の利用促進に向け、県民や事業者を対

象に共同購入支援等を行います。 

・太陽光発電事業の適正化に向けて、現地確認を行い、不適正な箇所は国の指導につなげると

ともに、国の規制強化に関する動向を注視し、国と連携しながら必要に応じた対応を行いま

す。 

・ペロブスカイト太陽電池などの新たなエネルギー技術等の動向に注視し、必要に応じて活用

促進等に向けた取組を進めます。[再掲] 

・小水力発電の導入促進に向け、県が管理する砂防堰堤等を活用した小水力発電の調査・検討

を行い、地域や地域の事業者等における新規参入を促します。 

・県管理ダムにおいて、放流水を活用した小水力発電を実施するとともに、建設中の県営ダム

においても、ダム完成後に小水力発電による再生可能エネルギーを活用した発電を行いま

す。 

・農業用水を活用した小水力発電施設の適切な維持・運営管理のため、専門技術者の派遣や研

修会の開催等により市町村等の発電事業者を支援します。 

・水源かん養にもつながる森林整備を推進します。 

・山林や堆肥などを活用したカーボンニュートラルなエネルギーであるバイオコークスの生産

体制確立に向けた支援策を検討するとともに、全国への普及に向けた取組を推進します。 

・木質バイオマス利用施設の導入や県民協働による未利用材の搬出運搬への支援を行うほ

か、エネルギーの森づくりに取り組む事業者への支援を行います。 

・針葉樹人工林の主伐・再造林を促し、森林の若返りを図るとともに、伐採した木材は建築物な

どへの用途に加えて、エネルギーとしても活用していきます。 

・森林資源活用のための所有者不明山林の解決に向けた検討、国への提言を行います。 
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（地域におけるエネルギー自給の向上に向けた主な取組） 

・地域で必要なエネルギーを地域でまかなうエネルギー自給の向上に向け、地域資源（太陽

光・水力・地熱・バイオマス等）を活用したエネルギーの創出・活用等に関する市町村との研究

活動を進めます。 

・小水力発電の導入促進に向け、県が管理する砂防堰堤等を活用した小水力発電の調査・検討

を行い、地域や地域の事業者等における新規参入を促します。[再掲] 

・県管理ダムにおいて、放流水を活用した小水力発電を実施するとともに、建設中の県営ダム

においても、ダム完成後に小水力発電による再生可能エネルギーを活用した発電を行いま

す。[再掲]  

・山林や堆肥などを活用したカーボンニュートラルなエネルギーであるバイオコークスの生産

体制確立に向けた支援策を検討するとともに、全国への普及に向けた取組を推進します。 

[再掲] 

・木質バイオマス利用施設の導入や県民協働による未利用材の搬出運搬への支援を行うほ

か、エネルギーの森づくりに取り組む事業者への支援を行います。[再掲] 

・市町村における廃食用油のバイオディーゼル燃料(BDF)等への有効利用を促進します。 

  ○地域資源を活用したエネルギーの創出・活用 
・再生可能エネルギーは地域資源を活用し、地域内で創出が可能なエネルギーです。 

・地域での創出・活用を促進することで、地域社会のエネルギーの安定供給、電力の活用による

地域振興、災害時の電力供給確保などにも貢献できます。また、水力などは地域固有の資源で

あり、できるかぎり地域で活用していくことが望ましいと考えられます。 

○県内における取組事例 

（郡上市（石徹白地区）：住民主体の小水力発電と売電収入等の地域活用） 

・地域のほぼ全戸(約 100 戸)が出資して組合を設立し、農業用水を活用した小水力発電施

設の設置や運用を行い、集落で使う電力を上回る総発電量を創出しています。 

・売電の収入等は、集落の施設の電気代や地域課題の解決のために活用されています。 

 

 

 

 

 

 

（恵那市：官民連携による地域マイクログリッドの構築・運用等） 

・恵那市、日本ガイシ㈱、中部電力ミライズ㈱により、地域新電力会社「恵那電力」を設立し、林地開

発などは行わず、公共施設を活用した太陽光発電で、公共施設や事業所に供給するとともに、停

電時に一部地域の避難所への電力供給を行う仕組みを構築しています。 

（高山市：地域資源である水や森林を活用したエネルギーの地産地消の推進） 

・豊富な水や森林資源を生かした小水力発電所の整備や木質バイオマス熱電併給設備の

導入を進め、新電力会社が発電された電力を市内２３エリアに供給する予定です。 

・小水力発電整備事業では、発電事業者が当該地域に SPC（小水力発電所の建設・運営

を目的とする会社）を設立し、出資や役員就任などの参画手法を提示するなど、地域、事

業者、市が三位一体で取組を推進するモデル（飛騨高山モデル）を構築しています。 

（農業用水による小水力発電） 

・売電収入 

→施設等の電気代、農業用水の維持管理、 

耕作放棄地の再生、高齢者買い物支援等に活用 
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（３）温室効果ガス吸収源対策 ～森林吸収源対策の推進～ 

 

 

 

（対策の方向性） 

・健全で豊かな森林づくりや県産木材の活用促進など、本県の豊かな森林資源を

生かした吸収源対策を推進します。 

（主な取組） 

・計画的な森林整備を進めるとともに、森林の持つ県土の保全、水源のかん養、木材をはじめ

とする林産物の供給等の多面的機能の維持を図ります。 

・健全で豊かな森林づくりを実現するため、県内の適切に管理された森林による二酸化炭素吸

収量を県がクレジットして認証する「G－クレジット制度」を運用するとともに、森林由来のカ

ーボン・クレジット制度の認知度向上に向けた普及・啓発を行います。 

・針葉樹人工林の主伐・再造林を促し、森林の若返りを図るとともに、伐採した木材は建築物な

どへの用途に加えて、エネルギーとしても活用していきます。[再掲] 

・木質バイオマスの利用を促進するとともに、温室効果ガスの長期固定(炭素貯蔵)や外国産木

材等と比較して輸送時の温室効果ガス排出が抑制される県産木材の利用拡大を推進します。 

・森や木に親しむ機会を創出し、森林を守り、育てる人材を育成するとともに、企業など多様な

主体との協働による森林づくりを推進します。 

・針広混交林や広葉樹への転換を推進するため、針広混交林化に関する施業手法の確立

に向けたモデル事業を実施します。 
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3 各主体における取組 

2050 年の「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けては、国や県の対策で達成できるものではな

く、各家庭、各事業者の方々など、それぞれの主体が自主的かつ積極的に取組を進めていた

だくことが必要不可欠です。 

また、市町村では、国や県と連携しながら、住民による温室効果ガスの排出抑制の促進、

低炭素型の都市・地域づくり、更には地域における再生可能エネルギーの創出や地域での活

用促進に向けた取組も必要です。 

 

（１）産業部門における各主体の主な取組 

・事業者の方々による、製品の製造等に伴う温室効果ガス排出量やエネルギー消費量を削減

に向けた、温室効果ガス排出量・エネルギー消費量の把握、ランニングコスト削減に資する省

エネルギー性能の高い設備・機器等の導入、省エネルギー診断の受診、ＦＥＭＳ(工場エネル

ギー管理システム)の導入の検討及び設備の運用方法の見直しの実施 

・事業者の方々による、温室効果ガス排出量の少ないエネルギーへの転換及び太陽光発電等

の再生可能エネルギーの積極的な導入 

・事業者の方々による、再生可能エネルギーの比率の高い電力への積極的な切り替え 

・事業者の方々による、業務用燃料電池などへの水素エネルギーの活用 

・事業者の方々による、温室効果ガス排出削減に関する調査研究及び技術開発並びにシステ

ムの導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030年度に目標とする姿(工場)の例 

 

太陽光発電設備等の再生可能
エネルギーの導入 

高効率照明設備
の導入 

FEMSの導入 

高効率空調
設備の導入 

低炭素工業炉の導入 
コージェネレーション
の導入 

ヒートポンプや業務用燃料電池、 
蓄電池の導入 
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（２）業務部門における各主体の主な取組 

・建築事業者の方々による、建築・設計時における省エネルギー建築物建築に関する施主への

積極的な提案 

・事業者の方々による、積極的な省エネルギー建築物の新築、改修 

・事業者の方々による、温室効果ガス排出量・エネルギー消費量を把握、照明設備や空調設備

などエネルギー消費の多い設備の積極的なランニングコスト削減に資する省エネルギー機器

への更新やＢＥＭＳ(ビルエネルギー管理システム)の活用、省エネルギー診断等による徹底

的なエネルギー管理の実施、テレワークの導入等による事業所におけるエネルギー消費量の

削減 

・事業者の方々による、建築物の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入、水素エネルギ

ーの活用等による建築物のエネルギー収支のゼロ化の推進 

・事業者の方々による、温室効果ガス排出量の少ないエネルギーへの転換及び太陽光発電等

の再生可能エネルギーの積極的な導入 

・事業者の方々による、再生可能エネルギーの比率の高い電力への積極的な切り替え  

・事業者の方々による、業務用燃料電池などへの水素エネルギーの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030年度に目標とする姿(オフィス)の例 

 

 

 

太陽光発電設備等の再生可能
エネルギーの導入 

高効率照明設備
の導入 

ヒートポンプや業務用燃料電池、 
蓄電池の導入 

高効率空調設備
の導入 

電動車の 
導入 

テレワークなど
働き方改革 

高断熱材
の導入 

複層窓の導入 BEMSの導入 
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（３）家庭部門における各主体の主な取組 

・県民の方々による、日常生活における省エネルギー・低炭素型の製品への買換えやサービス

の利用などの地球温暖化対策に資する行動 

・県民の方々による、照明設備や空調設備などエネルギー消費の多い設備のランニングコスト

削減に資する省エネルギー機器への積極的な更新や適切なエネルギーの管理のためのＨＥ

ＭＳ(ホーム・エネルギー管理システム)・スマートメーターの活用、ライフスタイルに合わせた

省エネルギー対策の実施  

・県民の方々による、住宅の新築・改修時におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ＺＥＨ)や省

エネルギー住宅等の採用の検討 

・建築事業者の方々による、建築・設計時における省エネルギー住宅建築に関する施主へ積極

的な提案 

・県民の方々による、温室効果ガス排出量の少ないエネルギーへの転換及び太陽光発電等の

再生可能エネルギーの積極的な導入 

・県民の方々による、再生可能エネルギーの比率の高い電力への積極的な切り替え 

・県民の方々による、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030年度に目標とする姿(家庭)の例 

 

 

 

 

 

太陽光発電設備等の再生可能
エネルギーの導入 

省エネ家電
の導入 

電動車の 
導入 

高断熱材の
導入 

HEMSの導入 

自転車の活用 エコキュートやエネファーム、 
蓄電池の活用 

複層窓の導入 
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（４）運輸部門における各主体の主な取組 

・県民及び事業者の方々による、温室効果ガスの排出の少ないＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶといった電動

車への買換え 

・事業者の方々による、更なる自動車の燃費改善  

・県民及び事業者の方々による、渋滞緩和のための適切な走行速度での走行及び自転車利用

等の促進 

・事業者の方々による、電動化対応トラック・バスや低炭素ディーゼルトラック、燃料電池バス等

の導入 

・事業者の方々による、物流における鉄道利用の促進 

・県民の方々による、公共交通機関及び自転車の利用並びに徒歩移動 

・県民及び事業者の方々による、温室効果ガス排出量の少ないエネルギーへの転換及び太陽

光発電等の再生可能エネルギーの積極的な導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

2030年度に目標とする姿(運輸)の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車等の
活用 

公共交通機関
の利用 

電動車の利用 

次世代エネルギー
インフラの整備 

自転車専用レーン
等の整備 

物流における 
鉄道利用の促進 
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（５）部門横断的に必要な主な取組 

・県民及び事業者の方々による、地域内での再生可能エネルギーの創出、利用による地域経済

循環  

・県民及び事業者の方々による、製品の原材料及び部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販

売、消費のプロセスで発生する温室効果ガスの発生の少ない製品の選択  

・地域金融機関の方々による、地域経済の活性化に向け、ＥＳＧ要素を考慮した、企業の課題・

価値や地域のニーズを踏まえた事業性評価による融資・本業支援等 

・県民及び事業者の方々による、緑のカーテンによる建築物の壁面の緑化や屋上緑化、省エネ

ルギー性能の優れた建築物の普及 

・県民の方々による、家庭ごみの減量化の推進 

・県民及び事業者の方々による、食品廃棄物、プラスチックごみ、紙ごみなどの一般廃棄物・産

業廃棄物の排出削減及び徹底したリサイクルの実施  

・県民及び事業者の方々による、フロン類を使用しないノンフロンの冷凍冷蔵庫や空調設備へ

の更新 

・県民及び事業者の方々による、カーボン・クレジットの創出、購入 

・県民及び事業者の方々 による、クーリング・ウォーミングシェアスポットの普及、利用の促進 
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○「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動） 

・国全体の取組（国民運動）として、脱炭素につながる暮らしを後押しするため、様々な取

組をご紹介しています。 
注)「デコ活」とは・・・二酸化炭素（CO2）を減らす（DE）脱炭素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）を含む 

"デコ"と活動・生活を組み合わせた言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：デコ活ウェブサイト （https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/） 

○「ぎふエコアクション」（「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けた本県における県民運動） 

・岐阜県では、「デコ活」に賛同し、「ぎふエコアクション」をキャッチフレーズに県民運動を

展開しています。 

・例えば、省エネ行動によるCO2排出削減量の見える化サイトの開設、脱炭素に向けたライフ

スタイルの転換につながる取組を学ぶイベント「ぎふエコアクション・キャラバン」、地球温暖化

防止に効果的な取組を題材とした動画の配信等の取組を進めています。 

 

○岐阜県脱炭素総合ポータルサイト 

・県民、企業、自治体の皆様向けに「脱炭素社会ぎふ」を実現するための役に立つ情報を

お知らせしているサイトです。 

（例）県民の方向け：動画による省エネ取組事例、補助制度のご紹介等 

   企業の方向け：動画による脱炭素経営の具体的な事例やメリット、省エネ診断や補助

制度のご紹介等 

 

          

 

出典：岐阜県脱炭素総合ポータルサイト（https://gifu-datsutanso.jp/） 

 

取組の紹介 

↑詳しくはこちら 

↑詳しくはこちら 

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
https://gifu-datsutanso.jp/
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第７章 気候変動の影響評価に関する対策（適応策） 

1 重点的に取り組むテーマ 

限られた資源の中で効果的に気候変動に適応していくためには、岐阜県の地域の特性を

踏まえ、優先順位をつけて取り組むことが必要です。そのため、表７-１のとおり重点を置くテ

ーマを選定し、取り組みます。 

 

表７-１ 重点的に取り組むテーマの選定 

重点的に取り組むテーマ 
選定した理由 

分野 大項目 

農業・林業・水産業 農業(水稲、果樹、病害虫・雑草、農

業生産基盤) 

・影響が重大、緊急性及び確信度が

高いと評価  

・変化に富んだ地理的条件による多

種多様な営農  

自然生態系 陸域生態系(高山帯・亜高山帯、自

然林・二次林)、淡水生態系、分布・

個体群の変動 

・影響が重大、緊急性が概ね高い評

価  

・県のシンボルである県魚、県鳥等

は特に保全が必要 

自然災害 水害、土砂災害、その他(強風等) ・影響が重大、緊急性及び確信度が

高いと評価  

・県民の意識・関心が高い  

・近年の豪雨災害の頻発  

健康 暑熱(熱中症) ・影響が重大、緊急性及び確信度が

高いと評価  

・全国的に見て、夏季の最高気温が

高い  
県民生活・都市生活 その他(暑熱による生活への影響) 

インフラ・ライフライン等 ・影響が重大、緊急性及び確信度が

高いと評価  

・県民の意識・関心が高い  

・近年の豪雨災害の頻発 
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2 分野ごとの影響と対策の方向性  

 

 

農林水産業の振興、生物多様性の保全等、防災・国土強靱化に関連する施策に積極的に気候

変動適応を組み込み、各分野における気候変動適応に関する施策を推進します。 

 

（１）農業・林業・水産業 

① 農業 

（顕在化している影響） 

○(重点)水稲 

・一部の地域では、極端な高温年に品質の低下(白未熟粒、一等米比率の低下)が発生してい

ます。 

・秋雨が早まると穂発芽の発生が増え、品質低下が助長されます。 

○(重点)果樹 

・果樹は、一度植栽すると同じ樹で 30～40 年栽培されること、品種や栽培方法も限られるこ

とから気候変動適応ができていない場合が多くなります。 

・県内主要品目であるカキは、着色遅延、果実軟化や貯蔵性の低下が確認されています。 

・リンゴは、着色不良、日焼けが確認されています。 

・モモは、みつ症、凍害が確認されています。 

・クリは、凍害の増加が確認されています。 

○土地利用型作物(麦・大豆・飼料作物等) 

・小麦は、気温上昇による播種期の後進化、出穂期の前進化により生育期間が短縮し、収穫量

が減少します。 

・前作水稲の収穫期や麦播種期の降雨による播種作業の遅れに伴い、生育量不足や収量低下

が発生します。 

・大豆は、一部の地域で夏季の高温による百粒重が減少します。特に高温乾燥条件が継続する

とさや数も減少します。 

・梅雨時期の降雨量の変動により適期播種が阻害されます。また、梅雨後の大雨による出芽障

害に伴い生育量が減少し、雑草の繁茂により収量が減少します。 

○園芸作物(野菜、花き) 

・露地野菜は、多種の品目で収穫期が早まる傾向にあるほか、生育障害の発生が増加します。 

・トマト、イチゴ等の施設野菜は、生育の不安定や果実の品質低下が生じます。また、イチゴは
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花芽分化が不安定となります。 

・花きは、キク、バラ、カーネーション、トルコギキョウ、ユリなどで高温による開花の前進・遅延

や生育不良が生じます。 

○畜産 

・夏季には、家畜(肉用牛、乳用牛、豚、鶏)の成育阻害や肉質、乳量、乳成分、産卵率等の低下

が発生します。猛暑の場合は、暑熱による家畜の死亡も発生します。 

・昆虫がウイルスを媒介し、家畜に感染する疾病については、気温上昇等により抗体保有率が

上昇する傾向があります。 

○(重点)病害虫・雑草 

・イネ科植物の害虫であるミナミアオカメムシやスクミリンゴガイの分布が、温暖化により拡

大しています。 

・また、斑点米カメムシ類の多くの種（クモヘリカメムシなど）で発生地域が拡大するととも

に、被害も増加傾向にあります。 

・夏に気温が高い日が多いと、イネ紋枯病が発生しやすく被害が拡大します。 

○(重点)農業生産基盤 

・降雨強度の増加に伴う斜面災害や洪水氾濫の発生回数の増加により、農地被害

の発生リスクが高まっています。 

（将来予測される影響） 

○(重点)水稲 

・CO2濃度の上昇はコメ収量の増加要因となりますが、気温の上昇は生育期間の短縮や高温

不稔などの減収要因となります。  

・気温上昇により一等米の比率が減少します。 

・気温が高い中での長期連続降雨により、品質劣化だけではなく、玄米腐敗等による主食利用

不能や収穫不能等が増加すると推測されます。 

○(重点)果樹 

・カキは、主力品種の富有において秋季の高温の影響から、着色しにくくなります。また、他品

種を含めて果実軟化の発生が多くなり、貯蔵性や輸送性が悪くなる可能性があります。  

・リンゴ、モモは、夏季の高温による生育障害が増加することが想定されます。 

・モモ、クリでは秋冬季の気温上昇による耐凍性の低下で凍害発生の助長が想定されます。加

えてクリでは降水量の減少による収量、品質の低下が想定されます。 

・クリは、生育期間の温度上昇により収穫期が早まり需要期(９月)に収穫期を迎える品種が変

わることが想定されます。 

・気温上昇に伴い、これまで栽培適地ではなかった果樹が栽培適地となる可能性があります。 

○土地利用型作物(麦・大豆・飼料作物等) 

・小麦は、播種後の生育促進により凍霜害リスクが増加し、高CO2濃度よりタンパク質含量が

低下します。  

・大豆は、高CO2濃度条件下では、生長期間平均気温が25℃付近なら収量が増加します。 
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○園芸作物(野菜、花き) 

・葉菜類は、CO2濃度上昇により重さが増加します。また、気温上昇により生育が早期化する

ほか、栽培成立地域が北上します。  

・施設野菜は、生育、収量、品質が低下します。また、産地の北上、作型変更の可能性がありま

す。 

○畜産 

・温暖化とともに、家畜の成長への影響が大きくなり、さらに、高温になるとへい死リスク、生産

性の低下、繁殖性の低下等、負の影響が大きくなります。 

・温暖化などの気候変動が、昆虫が媒介するウイルス疾病の流行に影響を及ぼします。 

○(重点)病害虫・雑草 

・ミナミアオカメムシやその他水稲の害虫であるニカメイガ、ツマグロヨコバイ等の発生量が、

気温上昇に伴い増加します。 

・気温上昇に伴いイネ紋枯病による被害が増大します。 

・帰化アサガオ類など一部の種類において、気温の上昇により定着可能域の拡大や北上の可

能性が指摘されています。 

○(重点)農業生産基盤 

・梅雨期や台風期における洪水リスクが増加し、農地被害が増加します。 

 

（対策の方向性） 

・生産安定技術や対応品種・品目転換を含めた対応技術の開発・普及、農業

者等自らが気候変動に対するリスクマネジメントを行うなど農業生産への

リスク軽減を推進します。 

・重大性が特に大きく、緊急性及び確信度が高いとされた水稲、果樹及び病

害虫については、より重点的に対策を推進します。 

・将来の影響についての研究を進め、情報共有を図るとともに、新たな適応

品種や栽培技術、営農技術の導入等を推進します。 

・生産・供給体制の確保・改善を促進するとともに、農地・農業用施設の保

全・改修をハード・ソフトの両面から推進します。 

 

② 林業 

（顕在化している影響） 

○山地災害、治山・林道施設(土石流・地すべり等、木材生産) 

・気候変動と土砂災害等の被害規模を直接関連づけて分析した研究や報告は少なく不明確な

部分が多いですが、豪雨の発生頻度の増加とともに深層崩壊の発生件数が増えている可能

性が示されています。 

・異常な豪雨による多量の雨水が、地形・地質の影響により土壌の深い部分まで浸透すること
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で、立木の根系が及ぶ範囲より深い部分で崩壊が発生する等、森林の有する山地災害防止

機能の限界を超えた山腹崩壊等が発生しており、成熟した森林が失われるリスクも高まって

います。 

・林木が過密な状態で成長した場合や、強雨によって土壌へ大量の水が供給された場合に、強

風に対する力学的抵抗性が減少することが示されています。 

○物質収支 

・気候変動に伴う物質収支への影響の現状について、現時点で研究事例は限定的です。 

○木材生産(人工林等) 

・気温上昇又は降水量減少がもたらす乾燥により、スギの衰退現象が生じる例があります。 

・気温が高いとマツ材線虫病被害の危険度が高くなることや、マツ材線虫病の分布北限地で被

害の分布北限が拡大していくことが報告されています。 

○特用林産物(きのこ類等) 

・シイタケ病原体トリコデルマ・ハルチアナムによる被害は、高温度環境下で大きくなる可能性

があります。 

（将来予測される影響） 

○山地災害、治山・林道施設(土石流・地すべり等、木材生産) 

・降雨強度の大きい豪雨の長時間化、総雨量の大きい豪雨等により、がけ崩れや土石流の頻

発、深層崩壊等の大規模現象の増加、森林域での災害による流木被害の増加等が予測され

ています。 

・冬季の気温上昇により、重く湿った雪の降雪頻度の増加が予想され、それに伴い森林雪害の

影響が大きくなる可能性があります。 

・森林には、下層植生や落枝や落葉が地表の侵食を抑制するとともに、樹木が根を張りめぐら

すことによって土砂の崩壊を防ぐ機能があります。気候変動にともなう大雨の頻度増加、局地

的な大雨の増加は確実視され、崩壊や土石流等の山地災害の頻発が予測されるとともに、こ

れらの機能を大きく上回るような極端な大雨に起因する外力が働いた際には、特に脆弱な地

質地帯を中心として、山腹斜面の同時多発的な崩壊や土石流の増加が予想されています。 

・台風による大雨や強風によって発生する風倒木等は山地災害の規模を大きくする可能性が

指摘されています。 

○物質収支 

・年平均気温の上昇や無降水期間の長期化により、森林土壌の含水量低下、表層土壌の乾燥化

が進行し、細粒土砂の流出と濁度回復の長期化、最終的に降雨流出応答の短期化をもたらす

可能性があります。ただし、状況証拠的な推察であり、更なる検討が必要です。 

○木材生産(人工林等) 

・平均気温が３℃上昇した場合、スギの蒸散量は１～２割程度増加し、衰退現象が増強します。 

・気温が高いと松くい虫被害の危険域が拡大すると予測されています。 

○特用林産物(きのこ類等) 
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・夏場の気温上昇により、シイタケの子実体(きのこ)発生量の減少又は病原菌の発生が懸念さ

れます。 

 

③ 水産業 

○内水面漁業(増養殖等、淡水生態系) 

（顕在化している影響） 

・高水温性感染症の流行によりアユの死亡が見られます。 

（将来予測される影響） 

・水温上昇による産卵期の遅れなど、気候変動に伴うアユの生態変化、並びにそれに伴うアユ

漁期の晩期化が予測されます。 

（対策の方向性） 

・河川生態系への影響と対応策を検討するとともに、高水温の環境下にも適応で

きる養殖用種苗の育種改良や水域の連続性の確保を推進します。 

 

（２）水環境・水資源 

① 水環境 

○湖沼・ダム湖、河川 

（顕在化している影響） 

・公共用水域の観測地点では、過去約30 年にわたり全国的に水温の上昇傾向が認められた

ことが政府により報告されています。 

・年平均気温が 10℃を超えるとアオコの発生確率が高くなる傾向を示す報告もあります。 

・長良川では、短期集中降雨の増加、大雨間隔の短期化等により、土砂流出量が増加すること

が報告されています。 

・水温の上昇に伴う水質の変化も指摘されています。 

（将来予測される影響） 

・今世紀末に平均気温が約３℃上昇する場合、河川の浮遊砂量は１～２割程度増加し、濁度や河

床環境への影響があることが政府により報告されています。 

・水温の上昇によるＤＯ(溶存酸素量)の低下、ＤＯの消費を伴った微生物による有機物分解反

応や硝化反応の促進、植物プランクトンの増加による異臭味の増加等も予測されています。 

・湛水域が富栄養となるダムが増加するとの報告があります。 

（対策の方向性） 

・適切な治山対策及び森林整備を推進するとともに、森林の持つ多面的機能

の保全を推進します。 

・気候変動を踏まえた持続的な利用や生産の効率化を図る技術の開発・改

良等を推進します。 
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・気候変動による降水量や降水の時空間分布の変化に伴う河川流量の変化や極端現象の頻度

や強度の増加による湖沼・ダム貯水池への影響については、予測の研究は限定的であり、更

に積み重ねていく必要があります。 

 

（対策の方向性） 

・水質の測定・公表を行うとともに、水質保全・生態系保全対策を推進します。 

 

② 水資源 

○水供給(地表水、地下水) 

（顕在化している影響） 

・年降水量の年ごとの変動が大きくなっています。 

・高山帯の融雪時期が早くなる傾向にあります。 

・降水量や降水時間の推移の変更に伴う地下水位の変化は現時点では確認できていません。 

（将来予測される影響） 

・無降雨日数の増加や積雪量の減少、融雪時期の早期化により、需要期の渇水が増加するお

それがあります。 

・高強度の短時間降雨量及び頻度の増加により地下水供給が増加し、それに伴い地すべりの

発生が増加することが予想されます。 

・現時点で定量的に予測をした研究事例は確認できていないものの、維持用水(渇水時にも維

持すべき流量)等への影響、海面水位の上昇による河川河口部における海水(塩水)の遡上に

よる取水への支障などが懸念されます。 

 

 

（３）自然生態系 

① 陸域生態系 

（顕在化している影響） 

○(重点)高山帯・亜高山帯 

・森林帯の標高変化、低木類の高山帯への侵入など、気温上昇や融雪時期の早期化等の環境

変化に伴い、高山帯・亜高山帯の植生分布、群落タイプ、種構成が変化しています。 

○(重点)自然林・二次林 

・落葉広葉樹から常緑広葉樹に置き換わった地域がある可能性が高いです。 

○野生鳥獣による影響 

（対策の方向性） 

・水資源の有効利用を推進するとともに、水源地域の保全、地下水の管理を推進

します。 



９１ 

 

・積雪量の減少に伴う生息適地の増加により、ニホンジカ、イノシシの分布域が拡大していま

す。 

（将来予測される影響） 

○(重点)高山帯・亜高山帯 

・ハイマツ、シラビソ等の生息域が、今世紀末に０％近くまで減少するおそれがあります。  

○(重点)自然林・二次林 

・現在、県内において 50％程度である落葉広葉樹が、今世紀末には 20％程度まで減少する

と予測され、落葉広葉樹林に依存する動植物の減少が懸念されます。 

・一方、常緑広葉樹は、現状の 50％程度から県全域に広がることが予測されます。 

○野生鳥獣による影響 

・気候変動による積雪量の減少により、ニホンジカの分布はさらに拡大すると予測されていま

す。 

（対策の方向性） 

・高山帯における気象データ等の収集・把握を行うとともに、絶滅のおそれのあ

る動植物の調査や普及啓発を実施します。 

・有害鳥獣の捕獲を推進するととともに、狩猟者の確保・育成を図ります。 

 

② 淡水生態系 

○(重点)河川 

（顕在化している影響） 

・魚類の繁殖時期の早期化、長期化や暖温帯性の水生生物の北上がみられます。 

・高水温性感染症の流行によりアユの死亡が見られます。[再掲] 

（将来予測される影響） 

・最高水温が現状より３℃上昇すると、冷水魚の生息可能な水面が現在の約７割に減少します。 

・水温上昇による産卵期の遅れなど、気候変動に伴うアユの生態変化、並びにそれに伴うアユ

漁期の晩期化が予測されます。[再掲] 

 

（対策の方向性） 

・河川生態系への影響と対応策を検討するとともに、水域の連続性の確保を推進

します。 

 

③ 分布・個体群の変動 

○(重点)在来生物、外来生物 

（顕在化している影響） 
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・昆虫や鳥類などにおいて、気温上昇の影響と考えられる分布域の変化、ライフサイクルの変化

が確認されています。 

・過去50 年間の全球的な自然生態系の変化の要因について、気候変動は陸域・海域の利用

変化及び直接採取(森林伐採、漁獲等)に次ぐ要因であるとされ、加えて気候変動は他の直接

的要因による影響を悪化させつつあると政府により報告されています。 

（将来予測される影響） 

・分布域やライフサイクルの変化が起こるほか、種の移動・局地的な消滅による種間相互作用

の変化が引き起こす悪影響、生育地の分断等が種の絶滅を招く可能性があります。 

・外来種の侵入・定着率の変化が想定されます。 

 

（対策の方向性） 

・特定外来生物に適切な対応を実施するとともに、絶滅のおそれのある動植物

の調査や普及啓発を実施します。 

 

（４）自然災害 

① 水害 

○(重点)洪水・内水 

（顕在化している影響） 

・大雨頻度が経年的に増加傾向にあり、短時間に集中する降雨の強度が増大しています。 

・平成30 年７月豪雨は、地球温暖化に伴う水蒸気量の増加の寄与があったとされています。

県内でも県内初となる大雨特別警報が発表されるなど、記録的な豪雨となりました。 

・令和２年７月豪雨において大雨特別警報が発表されるほか、県内の 11 地点で降水量が

1,000mm を超えるなど、記録的な豪雨となりました。 

・2021(令和３)年８月の大雨においては、県内のアメダス観測地点の３分の２以上で、48 時間

降水量、72 時間降水量の８月最高値を記録しました。 

・短時間強雨や大雨の頻度・強度の増加、総雨量の増加等の気候変動による水害の頻発化・激

甚化が懸念されています。 

・これまでの治水施設の整備水準は、現行計画上の目標に対して整備途上にあります。 

・日本は洪水氾濫による水害に関して依然として脆弱性を抱えており、気候変動がより厳しい降

雨状況をもたらすとすれば、その影響は相当に大きい可能性があります。 

・国による既往降雨データの分析によると、比較的多頻度の大雨事象については、その発生頻

度が経年的に増加傾向にあり、年超過確率1/5 や 1/10 の短時間に集中する降雨の強度が

過去50 年間で有意に増大してきています。 

・これまでの下水道整備により達成された水害に対する安全度は、計画上の目標に沿って着実

に向上していますが、引き続き取組が必要です。 

・短時間に集中する降雨の頻度及び強度の増加は、浸水対策の達成レベルが低い都市部にお

ける近年の内水被害の頻発に寄与している可能性があります。 
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（将来予測される影響） 

・平均気温が約４℃上昇する場合、降雨量は 1.3 倍になると予測されており、洪水を起こしうる

大雨事象も増加します。さらに、その増加割合以上に、氾濫発生確率の増加割合が大きくなり

ます。 

・河川近くの低平地等では、河川水位の上昇により下水道からの雨水が排水しづらく、内水氾

濫の可能性があります。 

・複数の文献が、洪水を発生させる降雨量の増加割合に対して、洪水ピーク流量の増加割合、

氾濫発生確率の増加割合がともに大きくなる(増幅する)ことを示しています。この増幅の度

合いについては、洪水ピーク流量に対して氾濫発生確率のそれがはるかに大きくなると想定

されます。 

・世界や日本において、気温上昇に伴う洪水による被害の増大が予測されています。 

・氾濫発生確率が有意に高まれば、浸水被害が増大する傾向が示されています。 

・ＲＣＰ8.5 に対応するシナリオを前提とし、日本全国における内水災害被害額の期待値を推算

した研究では、2080(令和62)～2099(令和81)年において被害額が現在気候の約２倍に

増加することを示す報告が出されています。 

 

② 土砂災害 

○(重点)土石流、地すべり等 

（顕在化している影響） 

・気候変動と土砂災害等の被害規模を直接関連づけて分析した研究や報告は少なく不明確な

部分が多いですが、豪雨の発生頻度の増加とともに深層崩壊の発生件数が増えている可能

性が示されています。[再掲]  

（将来予測される影響） 

・降雨強度の大きい豪雨の長時間化、総雨量の大きい豪雨等により、がけ崩れや土石流の頻

発、深層崩壊等の大規模現象の増加、森林域での災害による流木被害の増加等が予測され

ています。[再掲] 

・ハード対策やソフト対策の効果の相対的な低下・被害の拡大、現象の大規模化、新たな土

砂移動現象の顕在化による既存の土砂災害警戒区域以外への被害の拡大、河川への土砂

供給量増大による治水・利水機能の低下が予測されます。 

（対策の方向性） 

・河川管理施設や防災施設、下水道施設等の適正な管理を行うとともに、流域

全体で被害を軽減する「流域治水」を推進します。 

・平時から防災教育・防災啓発や実践的な防災訓練を実施するとともに、適時・

適格な避難誘導を実施します。 

・関係機関と応急復旧体制を構築するとともに、「グリーンインフラ」や「適

応復興」の視点を踏まえた取組を推進します。 
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（対策の方向性） 

・砂防施設や森林の整備を推進するとともに、地域の生活インフラを保全する

対策を推進するほか、土砂災害ハザードマップによるリスク情報の周知を図

るなど、ハード・ソフト一体となった対策を推進します。 

 

③ その他 

○(重点)強風等 

（顕在化している影響） 

・急速に発達する低気圧は長期的に発生数が減少している一方、１つあたりの強度は増加傾向

にあります。 

・気候変動が台風の最大強度の空間位置の変化や進行方向の変化に影響を与えているとする

報告もみられます。 

（将来予測される影響） 

・平均気温の上昇に伴い強風や台風が増加すると予測されています。 

・ＲＣＰ8.5 シナリオを前提とした研究では、21 世紀後半にかけて気候変動に伴って強風や熱

帯低気圧全体に占める強い熱帯低気圧の割合の増加等が予測されているものの、地域ごと

に傾向は異なることが予測されています。 

・強い台風の増加等に伴い、中山間地域における風倒木災害の増大が懸念されています。 

 

 

（５）健康 

① 暑熱 

○(重点)熱中症、死亡リスク 

（顕在化している影響） 

・熱中症による搬送者数、医療機関受診者数、重症者数は増加傾向が確認されています。特に

高齢者が多く、住宅内で発症し、重症化しやすい傾向にあります。また、若・中年層では、屋外

での労働時・スポーツ時に発症することが多いことが政府により報告されています。 

・近年、美濃地方の幅広い地域で、猛暑日を記録する日が多くなっています。 

・高齢者の超過死亡者数が増加傾向にあるが、15 歳未満の若年層においても、気温の上昇と

ともに外因死が増加する傾向にあることが政府により報告されています。 

（将来予測される影響） 

・平均気温が２℃程度上昇すると、熱中症搬送者は２倍以上になると予測されています。人口の

高齢化を加味すると、影響はより深刻になると考えられます。 

（対策の方向性） 

・気象の変化が及ぼす影響について調査研究を実施するとともに、情報提供・

情報共有を図ります。 
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・将来にわたって、気温上昇により心血管疾患による死亡者数が増加すると予測されていま

す。 

・熱中症について、屋外労働に対して安全ではない日数が増加することが予測されています。

また、屋外での激しい運動に厳重警戒が必要となる日数が増加することが予測されていま

す。 

 

（対策の方向性） 

・個人が取るべき対策についての普及啓発と合わせた注意喚起や関係団体等

への周知等を推進します。 

 

② 感染症 

（顕在化している影響）  

○水系・食品媒介性感染症 

・海水表面温度の上昇により、夏季に海産魚介類に付着する腸炎ビブリオ菌数が増加する傾向

が日本各地で報告されています。 

・外気温と感染性胃腸炎のリスクの間に相関性があることが報告されており、外気温上昇によ

り、ロタウイルス流行時期が日本各地で長期化していることが確認されています。一方で、外

気温が低下すれば、急性下痢発生率が増加することを報告する文献もあります。 

○節足動物媒介感染症 

・デング熱等の感染症を媒介するヒトスジシマカの県内における生息可能域は 40％程度で

す。 

・蚊媒介感染症の国内への輸入感染症例は増加傾向にあり、感染症媒介蚊の生息域や個体群密

度の変化を考慮すると、輸入感染症例から国内での感染連鎖の発生が危惧されます。 

・実際に、2019(令和元)年９月に京都府又は奈良県でデングウイルスに感染してデング熱を

発症した国内感染例が確認され、デングウイルス感染者の移動により、このような散発例は国

内各地で発生するリスクがあります。 

・ダニ等により媒介される感染症(日本紅斑熱やつつが虫病等)についても全国的な報告件数

の増加や発生地域の拡大が確認されています。 

○その他の感染症 

・インフルエンザや手足口病、水痘、結核といった感染症の発生の季節性の変化や、発生と気

象条件(気温・湿度・降水量など)との関連を指摘する報告事例が確認されています。 

・ただし、これらの感染症類(水系・食品媒介性感染症や節足動物媒介感染症を含む)の発症に

は、社会的要因、生物的要因の影響が大きいとされている点に留意する必要があります。 

（将来予測される影響） 

○水系・食品媒介性感染症 

・大雨によって飲料水源に下水が流入することにより、消化器疾患が発生する可能性が予測さ

れています。 
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・ＲＣＰシナリオを用いた予測ではＲＣＰ4.5 シナリオ、ＲＣＰ8.5 シナリオで、21 世紀末にかけ

て日本全国で下痢症の罹患率が低下することが予測されています。 

・食中毒発生のリスクが高まることが考えられます。 

○節足動物媒介感染症 

・今世紀末に平均気温が約1℃上昇する場合、県内のヒトスジシマカ生息可能域は 65％程度

に拡大します。 

・また、ヒトスジシマカの吸血開始日は初春期の平均気温と相関があり、気温上昇が進めば、

吸血開始日が早期化する可能性があります。 

・気温上昇が進めば、ヒトスジシマカやアカイエカの活動期間が長期化する可能性がありま

す。 

・感染症媒介蚊以外の節足動物も気候変動の影響を受ける可能性はありますが、現時点で日本にお

ける感染症リスクの拡大に関する具体的、直接的な研究事例は確認されていません。 

○その他の感染症 

・降水等の気象要素とインフルエンザ流行の相関性が多数報告されており、これらの知見は、

国内で将来予測される降水量の変化の観点からみても、重要と思われます。 

・一方で、インフルエンザ以外のものも含めた気候の変化によって生じる様々な感染症類につ

いて現状では文献が限られているため、今後の将来予測に向け、定量的リスク評価研究の進

展が望まれます。 

 

 

③ その他の健康 

（顕在化している影響） 

○大気汚染 

・気温上昇による生成反応の促進等により、粒子状物質を含む様々な汚染物質の濃度が変化

することが政府により報告されています。 

○脆弱性が高い集団 

・暑熱による高齢者への影響が多数報告されています。日射病・熱中症のリスクが高く、発症す

れば重症化しやすいことや、気温が上昇すれば、院外心停止のリスクが増すことが政府によ

り報告されています。 

・熱中症発症リスク・熱中症死亡リスクについては、高齢者と比して屋外で暑熱環境に暴露され

る可能性が高い 20～60 代のリスクが高いことも確認されているほか、所得や社会的地位

等の生活水準との関係性を報告する文献も多数見られることが政府により報告されていま

す。 

・基礎疾患有病者に関しては、呼吸器疾患を持つ高齢患者にとっては、睡眠時の暑熱環境が呼

（対策の方向性） 

・感染症の発生リスク・動向の把握に努めるとともに、発生の予防とまん延の

防止の対策に努めます。 
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吸困難感と身体の調子の低下に影響することが政府により報告されています。 

○その他の健康影響 

・気温上昇による睡眠の質の低下・だるさ・疲労感・熱っぽさなどの健康影響の発生・増加が政

府により報告されています。 

・高温・低温と心血管疾患や呼吸器疾患の発症・救急搬送との関係を指摘する報告もみられる

ことが政府により報告されています。 

・国内では知見が限定的ですが、国外を対象とした研究では、高温環境にも伴う急性腎障害の

発生や労働者の生産性低下、自然災害に伴う精神疾患の発生が報告されており、国内でも同

様の影響が生じることが懸念されることが政府により報告されています。 

（将来予測される影響） 

○大気汚染 

・産業や交通が集まりオキシダント濃度が高い都市部では、気温上昇に伴い濃度が上昇し、健

康被害の増加が想定されることが政府により報告されています。 

○脆弱性が高い集団 

・政府の報告書によると、脆弱性が高い集団への影響について、暑熱により高齢者の死亡者数

の増加を予測する文献はみられるものの、基礎疾患有病者や小児への影響についての情報

は限定的であるとされています。 

○その他の健康影響 

・政府の報告書によると、2070 年代８月の健康影響を予測した文献では、暑熱により、だるさ

や疲労感、寝苦しさに影響を与えることが指摘されています。 

 

（対策の方向性） 

・大気汚染に関する調査等の実施・公表のほか、熱中症予防のための普及啓発

を実施します。 

 

（６）産業・経済活動 

① 産業・経済活動 

（顕在化している影響） 

○製造業 

・気候変化により、様々な影響が想定されますが、現時点で製造業への影響の研究事例は少数

であることが政府により報告されています。 

・大規模自然災害の被災により、操業の停止、売上げの減少、原材料の供給停止など様々な被

害が発生します。 

・ただし、国内における製造業は水害により 131 億円(2017(平成29)年)の被害が発生して

おり、大雨発生回数の増加による水害リスクの増加が政府より報告されています。 

・製造業についてはサプライチェーンなどの海外影響が国内の製造業に影響を与えることにつ
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いて留意する必要があります。 

○食品製造業 

・農畜水産物は気候変動の影響を受けやすく、それらを原材料とする食料品製造業は、例えば

農作物の品質悪化や収量減、災害によるサプライチェーンを通じて、特に原材料調達や品質

に対して影響を受けやすいと考えられ、既に影響が生じ始めている事例が報告されていま

す。 

○エネルギー需給 

・猛暑により事前の想定を上回る電力需要を記録した報告がみられます。 

○商業 

・飲料やエアコンの販売数と気温上昇との間に関係があることが報告されています。 

○建設業 

・国内の過去５年間(20２０(令和２)～202４(令和６)年)の職場における熱中症による死亡者数、

死傷者数は、ともに建設業において最大となっていることが政府により報告されています。 

○医療 

・現時点で、医療へ以下のような影響があると考えられています。 

断水や濁水による人工透析への影響や気温と救急搬送人員との関係等に関する研究報告 

熱帯あるいは亜熱帯地域に存在する病原細菌への国内での感染事例 

洪水による浸水が発生した医療機関への被害事例 

（将来予測される影響） 

○製造業 

・平均気温の変化は、企業の生産過程、生産施設の立地などに物理的な影響を及ぼすととも

に、生産技術の選択、生産費用など経営環境にも影響を及ぼします。 

・気候変動影響が新たなビジネス機会となる可能性もあります。 

○エネルギー需給 

・気候変動によるエネルギー需給への将来影響を定量的に評価している研究事例は一定程度

ありますが、現時点の知見からは、地域的にエネルギー需給量の増減があるものの、総じて

エネルギー需給への影響は大きいとは言えません。 

○商業 

・急激な気温変化や大雨の増加等により季節商品の需給予測が難しくなっている事例、大雨や

台風により百貨店やスーパーなどの売上の増減や臨時休業が起きる事例等が報告されてい

ます。 

○医療 

・救急外来における熱中症患者等の増加が懸念されます。 

・医療用設備等への被害による、医療提供体制への影響が予測されます。 
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（対策の方向性） 

・企業等の被害軽減や早期の業務再開を図るため、事業継続計画          

(ＢＣＰ：Business Continuity Plan)の作成を促進します。 

・気候変動の影響に関する情報収集・提供を実施するとともに、必要な支援・

対策を実施します。 

 

② 観光業 

○観光業 

（顕在化している影響） 

・観光資源である滝の凍結度や流氷の減少、スキー場における積雪深の減少等が報告されて

います。 

（将来予測される影響） 

・温暖化によりスキー場の積雪深の減少、それに伴う来客数、営業利益の減少が予測されま

す。 

 

（７）県民生活・都市生活 

① インフラ・ライフライン等 

（顕在化している影響） 

○(重点)水道、交通等 

・豪雨、強風等により道路などのインフラ施設や電気、水道などのライフライン施設の被害が生

じています。また、それに伴う交通網の寸断により孤立集落が発生しています。 

・雷・台風・暴風雨などの異常気象による発電施設の稼動停止や浄水施設の冠水、廃棄物処理

施設の浸水等の被害、渇水・洪水、濁水の影響による取水制限や断水の発生等が報告されて

います。 

○文化・歴史などを感じる暮らし 

・国民にとって身近なサクラ、イチョウ、セミ、野鳥等の動植物の生物季節の変化について報告

されています。 

（将来予測される影響） 

○(重点)水道、交通等 

・短時間豪雨や強い台風の増加により、インフラ・ライフライン施設に影響が及びます。 

・河川の微細浮遊土砂の増加により、飲料水の供給に影響が出る可能性があります。 

（対策の方向性） 

・地域における気候変動の影響に関する科学的知見の集積・情報提供を行うとと

もに、気候変動を踏まえた持続可能な観光地域づくりを促進します。 
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・気候変動がインフラ・ライフラインにもたらす影響について、全球レベルでは、極端な気象現象

が、電気、水供給サービスのようなインフラにも影響を及ぼすとする報告がみられます。 

・交通インフラに関して、国内で道路のメンテナンス、改修、復旧に必要な費用が増加すること

が予測されています。 

・気象災害に伴って廃棄物の適正処理に影響が生じることや、洪水氾濫等の水害による災害廃

棄物が発生することが予測されています。 

○文化・歴史などを感じる暮らし 

・サクラの開花及び満開期間について、将来の開花は北日本などでは早まる傾向にありますが、

西南日本では遅くなる傾向にあること、また、今世紀中頃及び今世紀末には、気温の上昇によ

り開花から満開までに必要な日数は短くなる可能性が高いです。それに伴い、花見ができる

日数の減少、サクラを観光資源とする地域への影響が予測されています。 

 

② その他 

○(重点)暑熱による生活への影響 

（顕在化している影響） 

・大都市だけではなく、中小都市でもヒートアイランド現象が確認されています。 

・ヒートアイランド現象により都市部では、上昇気流が発生することにより短期的な降水量が増

加します。一方で、周辺地域では、雲の形成が阻害され、降水量が減少する可能性がありま

す。 

（将来予測される影響） 

・ヒートアイランドに加え、気候変動により気温の上昇が続く可能性が高いです。 

・快適性は損失し、だるさ、疲労感等の健康影響についても、特に昼間の気温上昇により悪化

することが予測されます。 

・政府の報告によると気温上昇に伴い、体感指標であるＷＢＧＴ(Wet Bulb Globe 

Temperature：暑さ指数)も上昇傾向を示す可能性が高いです。全国を対象に 21 世紀末

の８月のＷＢＧＴを予測した事例(ＲＣＰ4.5 シナリオを使用)では、将来、暑熱環境が全国的に

悪化する可能性が示されています。 

・政府の報告によると熱ストレスが増加することで労働生産性が低下し、労働時間の経済損失

が発生することが予測されます。 

 

（対策の方向性） 

・都市緑地など実行可能な対策を継続的に進めるとともに、ソフト対策などの短

期的に効果が現れやすい対策を併せて実施します。 

（対策の方向性） 

・生活インフラの強靱化や確保、計画等の見直しを推進するとともに、生活へ

の影響や課題の把握に努め、必要な対策を実施します。 
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3 岐阜県気候変動適応センターの取組  

気候変動適応法第13条に基づく地域気候変動適応センターとして、2020(令和２)年４月

に岐阜県と岐阜大学との共同で「岐阜県気候変動適応センター」を設置しました。 

センターでは、調査研究や人材育成のほか、情報の収集、整理、分析や普及啓発、技術的

助言にも取り組みます。 

 

（１）調査研究  

気候変動適応に関する施策や取組に資するための調査研究を行います。対象は、農作物

の栽培適地に対する影響、森林等の雪害・風害リスク、洪水・土砂災害発生頻度などの様々

な分野にわたり、単独で行うほか、よりよい成果を出すために県の農業技術センター、水産

研究所、森林研究所など他の機関との共同による研究も行います。  

県は、研究成果を活用し、気候変動適応を推進します。例えば、気候変動に伴う台風の頻

度の変化に関する研究成果は、自然災害への適応策に活用します。 

 

（２）人材育成  

適応策の立案や被害を最小限にするリスクマネジメントができる人材を育成するため、県

や市町村職員に対して、気候変動適応に関する知識を習得してもらうよう情報提供や技術的

助言を行います。 

また、県民や事業者へ気候変動適応に関する普及啓発を行うことができる人材を育成す

るため、地球温暖化防止活動推進員、環境教育推進員、環境カウンセラー又は将来それらに

なり得る人材に対して、気候変動に関する知識や教育資材の使い方を習得してもらうための

研修を行います。  

 

 岐阜県気候変動適応センターの概要及び取組内容 

  

 

 



１０２ 

 

第８章 計画の進捗管理 

1 計画の推進体制 

「脱炭素社会ぎふ」の実現や気候変動影響に対応した社会の実現に向けて、オール岐阜で

気候変動対策を着実に進めていくためには、県民、事業者、ＮＰＯ等民間団体、行政等の各

主体が、互いに連携･協力した取組を進めていくことが重要です。 

 

（１）県民の方々 

地球温暖化問題の多くは、日常生活から生じる環境への負荷がその一因となっていること

から、それを自らの問題として捉え、地球温暖化防止の意識を一層高めるとともに、日常生

活において、積極的に地球温暖化防止に取り組むよう努めます。また、気候変動適応につい

ても関心と理解を深めるとともに、気候変動影響に関する情報を収集し、日常生活において

気候変動に適応する取組に努めます。 

 

（２）事業者の方々 

企業として社会的責任の重要性から各種法令の遵守はもとより、地球温暖化防止を意識

した経営を進めることが必要です。行政や地域との連携により地球温暖化防止に関する活動

に積極的に参画することに努めます。また、気候変動適応についても、それぞれの業種に関

する情報を収集し、事業継続計画(ＢＣＰ)を策定するなど、気候変動に適応することに努めま

す。 

 

（３）ＮＰＯ等民間団体の方々 

地域における地球温暖化防止活動に加え、専門的な知識や技術を生かした、行政ではで

きないきめ細やかな活動に努めます。 

  

（４）岐阜県地球温暖化防止活動推進センター 

県内における地球温暖化防止活動の中核的な組織として、県、市町村及び地球温暖化防

止活動推進員等と連携して普及啓発活動等を行っていきます。 

  

（５）岐阜県気候変動適応センター 

県内における気候変動適応を推進するため、気候変動の影響及び適応策に関する調査研

究や人材育成、情報の収集・整理・分析、調査研究、普及啓発活動等を行っていきます。 

 

（６）市町村  

地域住民に最も近い自治体として、きめ細やかな地球温暖化対策、気候変動適応策を実

施します。地域の異なった社会性、自然的条件に応じ、自ら率先してそれぞれの特性に合っ

た地球温暖化対策を実践すること、気候変動適応の施策の推進に努めます。 
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（７）県 

総合的かつ計画的な地球温暖化対策、気候変動適応策を実行するとともに、その成果を

広く公表し、適切な進捗管理を行います。また、自らも率先して地球温暖化防止のための行

動を実践します。 
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2 計画の進捗管理  

計画の進捗管理は、ＰＤＣＡサイクルに基づき対策の実効性を向上させ、計画を着実に推

進します。温室効果ガスの排出状況や施策の進捗状況等を年度ごとに進捗管理を行います。 

また、本計画の適正な進行管理を図るため、年度報告書を作成し公表します。 

本計画に掲げられた県の温室効果ガス排出量や再生可能エネルギーの創出量、間伐実施

面積など進捗管理目標を把握し、計画の進捗状況の評価に活用します。 

県の現状や計画の進捗状況に加え、国内外の社会経済情勢や気候変動対策に関する取

組、技術革新など諸般の状況を踏まえつつ、新規対策の追加や現行対策の見直し、拡充を行

うとともに、必要に応じて、計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

●計画（ Plan ）   

計画の作成   

・施策 、 目標 及び 指標 の設定  

●実施（ Do ）   

計画に沿った行動   

・県 の各部局、 市町村による実施   

・ 県民、 ＮＰＯ 、事業者等 各 主体に 

よる取組  

●改善 ・ 見直し（ Action ）   

計画の改善・見直し   

・ 

 

目標、指標の達成状況や有識者会議

等の意見を反映した見直しの検討 

  

 

●点検・ 評価 （ Check ）   

実施 ・ 取組内容の有効性などの検証   

・施策 の 進捗状況 等の把握   

・ 各 主体との情報 共有   

・ 有識者会議等による公表 
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＜参考＞ 

1 計画策定・改訂の経緯 

（１）検討組織 

名称 構成員 

「脱炭素社会ぎふ」推進協議会 業界団体代表、有識者、市町村、知事 

岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画懇談会 有識者、事業者、団体、県民、市町村 

岐阜県省エネ・新エネ推進会議 有識者、事業者、団体、県民、国、市町村 

岐阜県温室効果ガス排出抑制推進本部 知事、副知事、県部局長、教育長、 

警察本部長 

 

（２）主な策定経緯 

時期 内容 

2020(令和２)年 

２月 

○「岐阜県地球温暖化対策実行計画懇談会」 

・「岐阜県地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」が 2021(令和３)年３

月で期間終了となること、また、2018(平成 30)年に制定された気候変

動適応法において「地域気候変動適応計画」の策定が努力義務とされ

たことを受け、計画策定の議論に着手 

６月 ○「岐阜県地球温暖化対策実行計画懇談会」 

・計画骨子素案、目標設定、対策・施策等の検討 

９月 ○「岐阜県地球温暖化対策実行計画懇談会」委員への意見聴取 

・計画素案、進捗管理目標に関する意見聴取 

10 月 ○県議会厚生環境委員会 

・計画策定について報告 

11 月 ○「岐阜県地球温暖化対策実行計画懇談会」 

・計画素案、進捗管理目標の検討 

12 月 ○県議会本会議 

・知事が、2050(令和 32)年までに温室効果ガスの排出量の実質ゼロを

目標として取り組んでいくことを表明 

○パブリックコメント(～2021 年１月) 

2021 年 

１月 

○「岐阜県地球温暖化対策実行計画懇談会」委員への意見聴取 

・計画案に関する意見聴取 

３月 ○「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画」を策定 

・併せて、「岐阜県地球温暖化防止基本条例」を一部改正し、条例名を「岐 

阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例」とし、緩和と適応の両 

輪で対策を推進していくことを明記 

○県議会厚生環境委員会 

・計画概要について報告 
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（３）主な改訂経緯 

時期 内容 

2021(令和３)年 

10 月 

○国が「地球温暖化対策計画」を改定 

12 月 ○県議会本会議 

・知事が国計画改定を受け、県計画を改訂する方針を表明 

2022(令和４)年 

２月 

○「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画懇談会」 

・「岐阜県地球温暖化対策実行計画懇談会」を改組 

・改訂の背景・概要、スケジュール 

７月 ○「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画懇談会」 

・目標設定、スケジュール 

９月 ○「『脱炭素社会ぎふ』推進協議会」・「岐阜県温室効果ガス排出抑制推進

本部」 

・目標設定、スケジュール等 

11 月 ○「岐阜県温室効果ガス排出抑制推進本部」 

・目標設定、計画改訂素案等 

○「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画懇談会」を開催 

・目標設定、計画改訂素案等 

○「『脱炭素社会ぎふ』推進協議会」・「岐阜県温室効果ガス排出抑制推進

本部」 

・目標設定、計画改訂案等 

12 月 

2023(令和５)年 

１月 

○計画改訂案に対するパブリックコメントを実施 

２月 ○「『脱炭素社会ぎふ』推進協議会」・「岐阜県温室効果ガス排出抑制推進

本部」を同時開催 

・計画改訂案の合意 

３月 

 

○県議会厚生環境委員会 

・計画改訂について報告 

２０２５（令和７）年 

2 月 

○国が「地球温暖化対策計画」を改定 

○国が「第７次エネルギー基本計画」を策定 

3 月 ○「岐阜県環境審議会」 

・環境基本計画（注)の諮問・企画政策部会に付託 

（注)本計画改訂は、環境基本計画と整合性を図りつつ、一体的に作成 

６月 ○「岐阜県省エネ・新エネ推進会議」 

・現状・課題等の意見聴取 

○「岐阜県環境審議会企画政策部会」 

・環境基本計画の計画策定に向けた基本的な考え方を説明 
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時期 内容 

 ７月 ○「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画懇談会」・「岐阜県省エネ・ 

新エネ推進会議」 

・岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画、岐阜県エネルギービジョン

の統合、今後の論点等の意見聴取 

 ８月 ○「岐阜県環境審議会」 

・環境基本計画の骨子案の審議 

 ９月 ○「岐阜県温室効果ガス排出抑制推進本部」 

○「『脱炭素社会ぎふ』推進協議会」への意見聴取 

・見直し（改訂）の方向性の骨子案 

○岐阜県議会が開催する説明会 

・環境基本計画の骨子案を説明 

1０月 ○岐阜県議会厚生環境委員会 

・環境基本計画の骨子案を説明 

○「岐阜県環境審議会企画政策部会」 

・環境基本計画の素案の審議 

12 月 ○「『脱炭素社会ぎふ』推進協議会」、「岐阜県地球温暖化防止・気候変動適

応計画懇談会」、「岐阜県省エネ・新エネ推進会議」への意見聴取 

・改訂素案の意見聴取 

○岐阜県議会厚生環境委員会 

・環境基本計画の素案を説明 

○計画改訂案に対するパブリックコメントを実施 

２０２6（令和８）年 

３月 

 

○「岐阜県温室効果ガス排出抑制推進本部」 

・計画改訂案の合意 
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2 用語説明 

ア行 

暑さ指数 

熱中症の予防を目的に人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の 3 つを取り入れた指

標で、熱中症の発生リスクを示します。 

 

エコキュート 

空気の熱を利用し、わずかな電気を使って効率的にお湯を沸かすことができる機器のことです。 

 

エネファーム 

都市ガスやＬＰガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて、発電する機器のこと

です。発電時に発生する熱は給湯などに利用されます。エネルギーを有効活用するため、省エネに

も大きく貢献します。 

 

エネルギーの地産地消 

地域が有する資源(主に太陽光・風力・水力・バイオマスなどの再生可能エネルギー資源)を活用

した再生可能エネルギーを創出し、それぞれの地域で活用することです。 

 

温室効果ガス 

温室効果をもたらす大気中に拡散された気体のことです。産業革命以降、代表的な温室効果ガ

スである二酸化炭素やメタンのほかフロンガスなど人為的な活動により大気中の濃度が増加傾向

にあります。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素・ハイド

ロフルオロカーボン類・パーフルオロカーボン類・六ふっ化硫黄・三ふっ化窒素の７物質が温室効果

ガスと定められました。 

 

カ行 

カーボン・オフセット 

自らの日常生活や企業活動等による温室効果ガス排出量のうち、削減が困難な量の全部または

一部を、ほかの場所で実現した温室効果ガスの排出削減や森林の吸収量で埋め合わせることをい

います。 

 

カーボン・クレジット 

企業が森林の保護や植林、省エネルギー機器導入などを行うことで生まれたＣＯ２などの温室効

果ガスの削減効果(削減量、吸収量)をクレジット（認証された排出削減・吸収量）として発行し、他

の企業などとの間で取引できるようにする仕組みです。 

 

カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量から植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、温室効果ガスの合

計を実質的にゼロにすることを意味します。 

 

化石燃料 

原油、天然ガス、石炭やこれらの加工品であるガソリン、灯油、軽油、重油、コークスなどをいい

ます。一般的に石油、天然ガスは微生物、石炭は沼や湖に堆積した植物が、長い年月をかけて地中

の熱や圧力などの作用を受けて生成したといわれています。燃焼により、地球温暖化の主要な原因

物質である二酸化炭素を発生します。 
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緩和策 

温室効果ガスの排出の抑制や、森林等の吸収作用を保全及び強化することで、地球温暖化の防

止を図るための施策です。 

 

気候システム 

大気や海洋、陸面、雪氷などの構成要素とその相互作用を「システム」ととらえ、気候システムと

呼んでいます。 

 

気候変動 

地球の大気の組成を変化させる人間活動によって直接または間接に引き起こされる気候変化の

ことで、自然な気候変動に加えて生じるものをいいます。 

 

気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ) 

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見

地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画

(UNEP）により設立された組織です。 

 

岐阜県地球温暖化防止活動推進センター 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく地域地球温暖化防止活動推進センターとして、

２０００（平成12）年9月、地球温暖化防止のための普及・啓発、情報収集・提供等を行う団体として

知事が指定したセンターです。 

 

ぎふ食べきり運動 

食品廃棄物のうち食品ロス（本来なら食べられるにもかかわらず捨てられる食品）を削減するた

め、平成３０（２０１８）年度から推進する食品をおいしく食べきる運動です。 

 

吸収 

植物が光合成により、大気中の二酸化炭素を吸収することです。吸収した二酸化炭素は分解さ

れ、炭素として幹や枝に蓄えられるほか、酸素として排出されます。 

(独)森林総合研究所によれば、適切に手入れされた50年生のスギ人工林は1ha当たり約

98t(年当たり約2t)程度の炭素を蓄えると推定され、二酸化炭素換算では、約360t(1年当たり約

7.2t)となります。 

 

京都議定書 

1997(平成９)年12月京都で開催されたＣＯＰ３で採択された気候変動枠組条約の議定書です。

先進各国は2008(平成20)～2012(平成24)年の約束期間における温室効果ガスの削減数値

目標(日本６％、アメリカ７％、ＥＵ８％など)を約束しました。 

 

クーリング・ウォーミングシェアスポット 

クーリングシェアは、過度な冷房に頼らず様々な工夫により夏を快適に過ごすクールビズの取組

をさらに進めて、一人一台のエアコンの使用などをやめ、涼しい場所を共有して過ごすことで、地球

温暖化防止対策や熱中症対策として取り組むことです。 

ウォーミングシェアは、冬を快適に暖かく過ごすライフスタイルを推奨したウォームビズをさらに進

めた取組であり、家庭で複数の暖房をやめて一部屋に集まったり、近所の公共施設や商業施設等

で、暖かく過ごしたりすることです。 

クーリングシェアやウォーミングシェアに適した場所を、それぞれクーリングシェアスポット、ウォー

ミングシェアスポットといい、いずれも、家庭から排出される二酸化炭素の削減を目指す取組です。 
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グリーンインフラ 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（生物

の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づ

くりや地域づくりを進めることです。 

 

グリーン・リカバリー(緑の復興) 

新型コロナウイルス感染拡大からの経済復興にあたり、環境や社会よりも経済政策を優先させる

のではなく、むしろこの機会をきっかけに脱炭素に向けた気候変動対策をさらに推し進め、生態系

や生物多様性の保全を通じて災害や感染症などに対してもより柔軟性のある社会・経済モデルへ

と移行していくという考え方です。 

 

コージェネレーション 

天然ガス、石油、ＬＰガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、

その際に生じる廃熱も同時に回収するシステムです。 

回収した廃熱は、蒸気や温水として、工場の熱源、冷暖房・給湯などに利用でき、熱と電気を無駄

なく利用できれば、燃料が本来持っているエネルギーの約75～80％と、高い総合エネルギー効率

が実現可能です。 

 

国連気候変動枠組条約(ＵＮＦＣＣＣ) 

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目的とし、地球温暖化がもたらす様々な悪

影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約で、1994(平成６)年３月に発効されました。

温室効果ガスの排出･吸収の目録、温暖化対策の国別計画の策定等を締約国の義務とし、さらに

先進締約国には、温室効果ガスの排出量を2000(平成12)年に1990(平成２)年レベルに戻すこ

とを目的として政策措置をとることなどの追加的な義務を課しました。 

 

サ行 

再生可能エネルギー 

太陽光、太陽熱、風力、地熱、バイオマスなど通常エネルギー源が枯渇する心配のない自然エネ

ルギーを指します。 

 

事業継続計画（ＢＣＰ） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の 

損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、 

平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めてお 

く計画です。 

 

ジュール(Ｊ) 

エネルギー・仕事のＳＩ単位(国際単位系)です。記号はJで表します。ジュールは熱量も表すため、

１ジュール＝0.24カロリーとなります。 

 

小水力発電 

一般的に出力1,000kW以下の水力発電とされています。この規模の水力発電設備は、河川の

水を貯めることなくそのまま利用する方式が採用されていることが多いです。 

 

食品ロス 

製造・流通・調理の過程で発生する規格外品、返品、売れ残りや、飲食店や家庭で作り過ぎ、食

べ残しなど、本来食べられるにも関わらず廃棄される食品のことをいいます。 
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新型コロナウイルス感染症 

新種のコロナウイルスによって引き起こされる感染症。主に飛沫感染、接触感染で感染します。

発熱•空咳•倦怠感などがおもな症状として見られます。 

 

針広混交林 

針のような葉をもった「針葉樹」と、平たくて広い葉をもつ「広葉樹」が混ざりあった森林です。 

多様な生態系を育み、土壌保全や景観形成、防災機能の向上など、多面的な環境保全効果 

があります。 

 

水源かん養 

洪水を緩和させる、流量を安定させる、水質を浄化するなど、農地や森林の有する水資源 

を保全する働きです。 

 

水素エネルギー 

利用時にＣＯ２を出さないエネルギーであり、この“ＣＯ２発生量がゼロ“であることが水素エネル

ギーの大きな特長です。 

 

スマートメーター 

毎月の検針業務の自動化や電気使用状況の見える化を可能にする電力量計のことをいいます。

導入により、電気料金メニューの多様化や省エネへの寄与、電力供給における将来的な設備投資

の抑制等が期待されています。 

 

世界保健機関(ＷＨＯ) 

「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関

です。 

 

タ行 

脱炭素社会 

化石燃料の消費等に伴い発生する温室効果ガスの排出を可能な限り削減し、その排出量と自然

界の温室効果ガスの吸収量との均衡を図ることにより、気候に悪影響を及ぼさない水準で大気中

の温室効果ガス濃度を安定化させるとともに、豊かな県民生活および経済の持続的な成長を実現

できる社会をいいます。 

 

締約国会議（ＣＯＰ） 

環境問題に限らず、多くの国際条約の中で、その加盟国が物事を決定するための最高決定機関

として設置されています。 

 

適応策 

地球温暖化による気候の変動やそれに伴う気温・海水面の上昇などに対して、人や社会、経済の

システムを調節することで影響を軽減しようとする対策です。渇水対策や治水対策、熱中症予防、

感染症対策、農作物の高温障害対策などが挙げられます。 

 

適応復興 

地域を災害前の元の姿に戻すという原形復旧の発想に捉われず、自然の性質を生かして災害を

いなしてきた古来の知恵にも学びつつ、土地利用のコントロールを含めた弾力的な対応により気候

変動への適応を進める考え方です。 
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テレワーク 

テレワークとは、情報通信技術(ＩＣＴ=Information and Communication Technology)

を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいいます。「tele＝離れた所」と「work＝

働く」をあわせた造語です。 

 

電気自動車(ＥＶ) 

電気エネルギーのみを動力源として、モーターで走行する自動車です。 

 

デング熱 

熱帯・亜熱帯地方で主に見られるウイルス感染症で、原因はデングウイルスです。ヒトはデングウ

イルスに感染した蚊に刺されることによって感染します。これまで海外で感染する感染症とされてい

ましたが、2014(平成26)年に日本国内での感染によるデング熱患者の発生が報告されました。 

 

電動車 

ハイブリッド自動車(ＨＶ)、電気自動車(ＥＶ)、プラグインハイブリッド車(ＰＨＶ)、燃料電池自動

車(ＦＣＶ)といった次世代自動車の一部が該当します。バッテリーに蓄えた電気エネルギーを動力

に含む自動車で、ガソリンだけを動力とするガソリン車より二酸化炭素排出量が少なく、環境への

負荷が小さくなります。 

 

ナ行 

ナッジ 

人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法をいいます。 

 

熱帯夜 

夕方から翌日の朝までの最低気温が25℃以上になる夜をいいます。 

 

ネット・ゼロ 

正味・実質という意味の英単語「net」と、ゼロ「zero」を組み合わせた言葉であり、温室効果ガス

の排出量と吸収・固定量の差し引きがゼロになることを指す。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ＺＥＨ) 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境

の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、

年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいいます。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ＺＥＢ) 

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにするこ

とを目指した建物をいいます。 

建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはできませんが、

省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネ

ルギー消費量を正味(ネット)でゼロにします。 

 

燃料電池自動車(ＦＣＶ) 

車載の水素と空気中の酸素を反応させて、水に変化する過程で発電し、その電気でモーターを

回転させて走る自動車のことをいいます。 
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ハ行 

バイオマス 

バイオマスとは、動植物などから生まれた生物資源の総称であり、動植物由来の再利用可能な

有機性の資源(化石燃料を除く)をいいます。木くず、家畜の糞尿、食品廃棄物などがあります。 

 

排出係数 

単位当たりの二酸化炭素排出量のことです。例えば、電力の使用に伴うCO2排出係数の単位は

t-CO2/MWhであり、発電手法によりその数値は異なります。 

 

ハイブリッド自動車(ＨＶ) 

ガソリン・ディーゼルエンジンと電気モーターの２つの動力源を組み合わせて走る自動車のことを

いいます。電気モーターを用いることで、低公害化や省エネルギー化を図っています。 

 

パリ協定 

2020(令和２)年以降の気候変動対策に関する国際的な枠組を定めた協定です。2015(平成

27)年12月にフランス・パリで開催されたＣＯＰ21(国際気候変動枠組条約第21回締約国会議)に

おいて採択されました。「世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて２℃より十分低く保ち、

1.5℃に抑える努力をすること」を世界共通の長期目標とされました。京都議定書以来18年ぶりと

なる気候変動に関する国際的枠組であり、条約加盟196カ国全てが参加する枠組としては世界初

です。 

 

ヒートアイランド現象 

都市の気温が周囲よりも高くなる現象のことです。気温の分布図を描くと、高温域が都市を中心

に島のような形状に分布することから、呼ばれるようになりました。都市化の進展に伴って、ヒートア

イランド現象は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬とい

った生態系の変化が懸念されています。 

 

冬日 

最低気温が０℃未満の日をいいます。 

 

プラグインハイブリッド自動車(ＰＨＶ) 

外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車で、一定距離を電気のみで走行できること

から走行時に二酸化炭素や排気ガスを出さない電気自動車のメリットと、ガソリンエンジンとモータ

ーの併用で遠距離走行ができるハイブリッド自動車の長所を併せ持つ自動車です。 

 

ペロブスカイト太陽電池 

軽量・柔軟・低コストが特長の次世代型太陽電池。従来設置が難しかった壁面や曲面にも対応

可能で、再生可能エネルギーの普及と脱炭素社会の実現に貢献することが期待されています。 

 

マ行 

真夏日 

最高気温が30℃以上の日をいいます。 

 

猛暑日 

最高気温が35℃以上の日をいいます。 
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英数字 

ＢＥＭＳ 

「Building Energy Management System(ビル・エネルギー管理システム)」の略です。ＩＴ

を利用して業務用ビルの照明や空調などを制御し、最適なエネルギー管理を行うことをいいます。 

 

ＥＳＧ 

①環境(environment：気候変動、生物多様性、廃棄物、水資源等)、②社会(social：ダイバー

シティ、人口問題、格差労働問題等)、③企業統治(governance：取締役会、権利保護、法令順守、

情報開示等)の頭文字を合わせた言葉です。企業が長期的に成長するためには、経営においてＥＳ

Ｇの３つの観点が必要だという考え方が世界中で広まっています。 

 

ＦＥＭＳ 

「Factory Energy Management System(ファクトリー・エネルギー管理システム)」の略で

す。工場全体のエネルギー使用量の削減やエネルギー関連設備の制御を目的として導入されます。 

 

ＦＩＴ(固定価格買取)制度 

フィードインタリフ(Feed-in Tariff)の略で、再生可能エネルギーによって発電された電気の買

取価格を法令で定める制度で、主に再生可能エネルギーの普及拡大を目的としています。再生可

能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社などに一定の価格で一定の期間にわたり売

電できます。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法

律第108号)に基づき、2012 (平成24)年7月1日から開始されています。 

 

ＦＩＰ(フィップ)制度 

フィードインプレミアム（Feed-in Premium）の略で、この制度では、FIT制度のように固定価格

で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一

定のプレミアム（補助額）を上乗せすることで再エネ導入を促進します。 

 

Ｇ－クレジット制度 

県内の適切に管理された森林による二酸化炭素吸収量を「クレジット」として県が認証する、岐阜

県独自の森林由来のカーボン・クレジット制度です。取引で得られた収益を活用して森林整備や

「脱炭素社会ぎふ」の実現につなげていきます。 

 

ＨＥＭＳ 

「Home Energy Management System(ホーム・エネルギー管理システム)」の略です。家庭

で使うエネルギーを節約するための管理システムで、家電や電気設備とつないで、電気やガスなど

の使用量をモニター画面などで「見える化」したり、家電機器を自動制御します。 

 

ＲＣＰシナリオ 

気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)の第５次評価報告書の気候モデル予測で用いられる代

表的な温室効果ガス濃度の仮定(シナリオ)であり、ＲＣＰ2.6、ＲＣＰ4.5、ＲＣＰ6.0、ＲＣＰ8.5と４

つのシナリオが用意されています。ＲＣＰ2.6は最大限の温室効果ガス排出削減対策を行い、21世

紀末には温室効果ガスの排出をほぼゼロにするシナリオ、ＲＣＰ8.5は追加的な温室効果ガス排出

削減対策を行わず、最も地球温暖化が進行するシナリオとなっています。 
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ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標) 

2015(平成27)年９月、ニューヨーク国連本部において、193の加盟国の全会一致で採択され

た開発目標をいいます。2030(令和12)年を期限とする17のゴール(目標)と169のターゲット(達

成基準)で構成され、格差の問題や持続可能な消費・生産、気候変動対策など、全ての国に適用さ

れる普遍的な目標となっている。地球上の「誰一人取り残されない」ことを誓っており、全てのステ

ークホルダー(政府、企業、ＮＧＯ、有識者等)による取組が求められています。 

 

ＳＤＧｓ未来都市 

ＳＤＧｓの理念に沿った基本的・総合的取組を推進しようとする都市・地域の中から、特に、経済・

社会・環境の三側面の統合的取組による相乗効果、新しい価値の創出を通して、持続可能な開発

を実現するポテンシャルが高い都市・地域を選定しています。岐阜県は2020(令和２)年に選定さ

れています。 

 

ＳＩ－ＣＡＴ 

「 Social Implementation Program on Climate Change Adaptation 

Technology(気候変動適応技術社会実装プログラム)」の略です。気候変動適応のための近未

来予測技術や影響評価技術を開発し、全国の地方自治体等が作成する気候変動適応策への貢献

を目的としています。2015(平成27)年度から５年間にわたり実施されました。 
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